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凡　　　例

証　　　取　　　法　　証券取引法（昭和２３年法律第２５号）

　外　　　証　　　法　　外国証券業者に関する法律（昭和４６年法律

第５号）

金　　　先　　　法　　金融先物取引法（昭和６３年法律第７７号）

　本　人　確　認　法　　金融機関等による顧客等の本人確認等に関

する法律（平成１４年法律第３２号）

　設　　　置　　　法　　金融庁設置法（平成１０年法律第１３０号。平

成１１年法律第１０２号により「金融再生委員

会設置法」を改題）

　証 取 法 施 行 令　　証券取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号）

　外 証 法 施 行 令　　外国証券業者に関する法律施行令（昭和４６

年政令第２６７号）

　金 先 法 施 行 令　　金融先物取引法施行令（平成元年政令第５３

号）

　行 為 規 制 府 令　　証券会社の行為規制等に関する府令（昭和

４０年大蔵省令第６０号。平成１０年総理府令・

大蔵省令第３３号により「証券会社の健全性

の準則等に関する省令」を改題）

　外　証　法　府　令　　外国証券業者に関する府令（平成１０年総理

府令・大蔵省令第３７号）
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１　監視委員会の組織・事務概要

１－１　組織及び事務概要

�　監視委員会設置の経緯

　平成３年夏の一連のいわゆる証券・金融不祥事を契機に、証券

・金融行政のあり方、特に証券会社及び証券市場に対する検査・

監視体制のあり方について、種々の議論が行われた。

　こうした状況を踏まえ、同年７月、内閣総理大臣から臨時行政

改革推進審議会（以下「行革審」という。）に対して、証券市場の

監視・適正化のための是正策について諮問がされ、審議の結果、

同年９月に「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答

申」が取りまとめられた。この答申においては、「自由、公正で透

明、健全な証券市場の実現」を基本的目標として、証券行政に係

る提言等と併せ、新たな検査・監視機関として、大蔵省に行政部

門から独立した国家行政組織法第８条に基づく委員会を設置すべ

きであるとの提言が盛り込まれた。

　大蔵省においては、行革審答申を踏まえつつ、さらに各方面の

意見も聴取するなど、広範な視点から証券取引等における検査・

監視体制のあり方について検討を重ねた末、平成４年２月、証券

取引等監視委員会の設置を柱とする「証券取引等の公正を確保す

るための証券取引法等の一部を改正する法律」（以下「公正確保法」

という。）案を取りまとめた。

　同法案は、第１２３回通常国会に提出され、衆・参両議院での審議

を経て同年５月２９日に成立し、６月５日に法律第７３号として公布、

７月２０日に施行され、同日、監視委員会が発足した。
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�　金融庁（金融監督庁・金融再生委員会）への移管

　民間金融機関等に対する検査・監督機能と金融制度等の企画・

立案機能とを分離し、透明かつ公正な金融行政への転換を図るた

め、平成１０年６月２２日、総理府の外局として金融監督庁が設置さ

れたが、同時に、監視委員会の果たす中立的・客観的な役割が引

き続き重要であるとの観点から、監視委員会は、従前の体制のま

ま金融監督庁に移管された。

　さらに、同年１２月１５日には、わが国の金融機能の安定及びその

再生を図り、金融システムに対する内外の信頼を回復し、金融機

能の早期健全化を図ることを主たる任務として、金融再生委員会

が発足したが、これに伴い、金融監督庁及び監視委員会は金融再

生委員会に移管された。

　その後、平成１２年７月１日には、大蔵省金融企画局が担ってき

た金融制度の企画・立案に関する事務が金融監督庁に移管されて、

新たに金融庁が発足し、監視委員会は、従前の体制のまま金融庁

に移管された。

　なお、平成１３年１月６日には、中央省庁改革に際して、金融再

生委員会が廃止され、監視委員会は、内閣府の外局として設置さ

れた金融庁に移管され、現在に至っている。

�　事務概要

①　監視のための３つの事務

　監視委員会が行う監視事務は、犯則事件の調査、検査及び取

引審査の３つに分かれる。

イ　犯則事件の調査

　証取法、外証法、金先法又は本人確認法に基づき、犯則事

件を調査するため必要があるときは、質問、検査、領置等の

任意調査を行うほか、裁判官の発する許可状による臨検、捜
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索及び差押えといった強制調査を行うことができる（証取法

第２１０条）。

　証取法等においては、犯則事件の範囲は、具体的には、取

引の公正を害するものとして関係する政令において定められ

ており、主なものとしては、重要な事項につき虚偽記載のあ

る有価証券届出書・報告書等の提出、損失保証・損失補てん、

相場操縦、内部者取引などがある。

　また、本人確認法では、証券会社等が本人確認を行う場合

における顧客等による氏名・住居等の隠ぺい行為が犯則事件

とされている。

ロ　検査

　証取法、外証法又は金先法によって内閣総理大臣及び金融

庁長官から委任された権限（証取法第１９４条の６）に基づき、証

券取引等の公正の確保に係るルールの遵守状況を監視するた

め、証券会社、登録金融機関、証券業協会、証券取引所、金

融先物取引業者等に対して臨店等により検査を行う。

　また、本人確認法によって内閣総理大臣及び金融庁長官か

ら委任された権限（本人確認法第１３条第４項）に基づき、証

券会社等による顧客等に係る本人確認及び取引記録の保存義

務等の遵守状況を点検するため、証券会社、登録金融機関、

金融先物取引業者に対して臨店等により検査を行う。

ハ　取引審査

　証取法、外証法又は金先法によって内閣総理大臣及び金融

庁長官から委任された権限（証取法第１９４条の６）に基づいて、

証券会社、登録金融機関、証券業協会、証券取引所、金融先

物取引業者等に対して有価証券の売買取引等に関する報告を

求め、又は資料を徴取し、取引の内容を審査することにより、
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日常的な市場監視を行う。

②　勧告及び建議の権限

　監視委員会には、金融庁設置法に基づき、金融庁長官等に対

し、証券取引等の公正を確保するために、行政処分その他の措

置について勧告する権限及び必要な施策について建議する権限

等が与えられている。

イ　勧告

　監視委員会は、検査又は犯則事件の調査を行った場合にお

いて、必要があると認めるときは、その結果に基づき、証券

取引等の公正を確保するため行うべき行政処分その他の措置

について、内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告することがで

きる。

　監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、勧告

に基づいて執った措置について報告を求めることができる。

ロ　建議

　監視委員会は、検査又は犯則事件の調査の結果に基づき、

必要があると認めるときは、証券取引等の公正を確保するた

めに必要と認められる施策について、内閣総理大臣、金融庁

長官又は財務大臣に建議することができる。

③　告発

　監視委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たとき

は、告発を行う。

④　事務の処理状況の公表

　監視委員会は、毎年、その事務の処理状況の公表を行う。
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１－２　証券取引等の監視体制の概念図

（注）　勧告については内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、建議については内閣

総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に対して行うことができる（設置法第２０

条、第２１条） 
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１－３　内閣総理大臣、金融庁長官、監視委員会及び財務局

　　　　長等の関係の概念図

（注）犯則事件の調査については、監視委員会職員の固有の権限である。

　　　・任意調査権限（証取法第２１０条、外証法第５３条、金先法第１０６条、本人確認

法第１８条）

　　　・強制調査権限（証取法第２１１条、外証法第５３条、金先法第１０７条、本人確認

法第１８条） 
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１－４　機構図

１　監視委員会の機構図
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２　財務局の機構図（関東財務局）
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１－５　組織・事務に係る法令の概要

１　監視委員会の組織、権限等

　監視委員会の組織、権限等は、設置法の以下の条項により規定

されている。

〔設置法〕 
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規　　定　　の　　概　　要条　項

金融庁の所掌事務

監視委員会の設置

監視委員会の所掌事務

委員長及び委員の職権の行使

監視委員会の組織

委員長

委員長及び委員の任命

委員長及び委員の任期

委員長及び委員の身分保障

委員長及び委員の罷免

委員長及び委員の服務等

委員長及び委員の給与

会議

事務局

勧告

建議

事務の処理状況の公表

第４条

第６条

第８条

第９条

第１０条

第１１条

第１２条

第１３条

第１４条

第１５条

第１６条

第１７条

第１８条

第１９条

第２０条

第２１条

第２２条



２　検査、報告・資料の徴取及び犯則事件の調査の権限、範囲

�　検査及び報告・資料の徴取の権限、範囲

①　検査及び報告・資料の徴取権限

　監視委員会は、証券取引等の公正の確保に係るものに限り、

証券会社等に対する検査の権限及び報告又は資料の提出を命

じる権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されてい

る。

具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔証取法〕

〔外証法〕

－132－

検査及び報告・資料の徴取の対象
監視委員会への

権限委任規定　

検査、報告・資料

の徴取の権限規定

証券会社、証券会社と取引をする者、

証券会社の子会社、証券会社を子会

社とする持株会社

登録金融機関、登録金融機関と取引

をする者、登録金融機関を子会社と

する持株会社

日本証券業協会、店頭売買有価証券

の発行者

証券取引所、上場有価証券の発行者

（外国証券規制当局の求めにより、

報告聴取等を行う場合）

第１９４条の６第２

項第１号

第１９４条の６第２

項第２号

第１９４条の６第２

項第３号

第１９４条の６第２

項第４号

第１９４条の６第２

項第５号

第５９条第１項、第

３項

第６５条の２第１０項

第７９条の１４

第１５４条

第１８９条第１項

検査及び報告・資料の徴取の対象
監視委員会への

権限委任規定　

検査、報告・資料

の徴取の権限規定

外国証券会社、外国証券会社の支店

と取引をする者、外国証券会社の親

法人等

第４２条第２項第３１条



〔金先法〕

〔本人確認法〕

（注）報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

②　検査及び報告・資料の徴取権限の範囲

イ　証取法及び外証法に基づく権限の範囲

�　証券会社

　証取法第１９４条の６第１項及び第２項第１号により内

閣総理大臣及び金融庁長官から委任された証券会社等に

対する検査及び報告・資料の徴取権限の範囲は、証取法

施行令第３８条第１項において定められており、個別的に

掲げると以下のとおりである。

〔証取法〕

－133－

検査及び報告・資料の徴取の対象
監視委員会への

権限委任規定　

検査、報告・資料

の徴取の権限規定

金融先物取引所、その会員及び取引

参加者

金融先物取引業者、金融先物取引業

者と取引をする者

金融先物取引業協会

第92条第２項第１号

第92条第２項第２号

第92条第２項第３号

第５２条

第７７条

第９０条

検査及び報告・資料の徴取の対象
監視委員会への

権限委任規定　

検査、報告・資料

の徴取の権限規定

証券会社、外国証券会社、金融先物

取引業者、登録金融機関

第１３条第４項第７条

第８条

規　定　の　概　要条　　項

認可の条件第２９条の２第１項



－134－

規　定　の　概　要条　　項

取締役又は監査役等の親銀行等・子銀行等にお

ける兼職の禁止

取引所有価証券市場外での取引の禁止

取引態様（自己・委託）の事前明示義務

向い呑みの禁止

先物取引等の概要等を記載した書面の顧客への

事前交付義務

取引報告書の作成、顧客への交付義務

禁止行為（作為的相場形成、虚偽表示又は誤解

を生ぜしめる表示、特別の利益提供等）

損失保証・損失補てんの禁止等

顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし適当

な勧誘（適合性の原則）等を行う義務

投資顧問業等証券会社の行うその他業務に係る

禁止行為

証券会社の親法人等又は子法人等との間の禁止

行為

引受人となった証券会社による対象有価証券の

買主に対する信用供与の制限

日本証券業協会の非協会員又は取引所の非会員

のルール遵守状況の監督義務

呑行為の禁止

証券取引所の定める受託契約準則の遵守義務

不正の手段・計画等の禁止、虚偽表示等による

財産取得の禁止等

第３２条第１項・

第２項

第３７条

第３８条

第３９条

第４０条

第４１条

第４２条

第４２条の２

第４３条

第４４条

第４５条

第４６条

第６１条第１項

第１２９条

第１３０条第１項

第１５７条



�　外国証券会社国内支店及び特定金融機関

　外証法第４２条第１項及び第２項により内閣総理大臣及

び金融庁長官から委任された外国証券会社国内支店、そ

の支店と取引を行う者及び特定金融機関に対する検査及

び報告・資料の徴取権限の範囲は、外証法施行令第２０条

－135－

規　定　の　概　要条　　項

相場変動の目的等による風説の流布、偽計、暴

行等の禁止

相場操縦的行為の禁止

証券会社等の自己計算取引及び過当な数量の売

買取引等の制限

空売り等政令に違反する行為の禁止

上場等株券の取引の公正確保

上場会社等の役員・主要株主の特定有価証券等

の売買報告書の提出義務等

上場会社等の役員・主要株主による特定有価証

券の一定額を超える売付けの禁止等

会社関係者等による内部者取引の禁止

公開買付者等関係者等による内部者取引の禁止

類似市場の開設等の禁止

虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布等の禁止

対価を受けた証券記事等の制限

募集又は売出しに際しての有利買付け等の表示

の禁止

不特定多数者向け勧誘等に際しての一定の額の

配当等の表示の禁止

第１５８条

第１５９条

第１６１条第１項

第１６２条

第１６２条の２

第１６３条、第１６４

条

第１６５条

第１６６条

第１６７条

第１６７条の２

第１６８条

第１６９条

第１７０条

第１７１条



において定められており、基本的に証券会社に対する検

査及び報告・資料の徴取権限の範囲と同様である。

�　登録金融機関

　証取法第１９４条の６第１項及び第２項第２号により内

閣総理大臣及び金融庁長官から委任された登録金融機関

に対する検査及び報告・資料の徴取権限の範囲は、証取

法施行令第３８条第２項において定められており、個別的

に掲げると以下のとおりである。

〔証取法〕

－136－

規　定　の　概　要条　　項

認可の条件

取引所有価証券市場外での取引の禁止

取引態様（自己・委託）の事前明示義務

向い呑みの禁止

先物取引等の概要等を記載した書面の顧客への

事前交付義務

取引報告書の作成、顧客への交付義務

禁止行為 (断定的判断を提供した勧誘、取引一任

勘定取引の契約の締結、過度の大量推奨販売等）

顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし適当

な勧誘（適合性の原則）等を行う義務

第６５条の２第４

項で準用する第

２９条の２第１項

第６５条の２第５

項で準用する

　第３７条

　第３８条

　第３９条

　第４０条

　第４１条

　第４２条

　第４３条



－137－

規　定　の　概　要条　　項

日本証券業協会の非協会員又は取引所の非会員

のルール遵守状況監督義務

損失保証・損失補てんの禁止等

呑行為の禁止

証券取引所の定める受託契約準則の遵守義務

不正の手段・計画等の禁止、虚偽表示等による

財産取得の禁止等

相場変動の目的等による風説の流布、偽計、暴

行等の禁止

相場操縦的行為の禁止

証券会社等の自己計算及び過当な数量の売買取

引等の制限

空売り等政令に違反する行為の禁止

上場等株券の取引の公正確保

上場会社等の役員・主要株主の特定有価証券等

の売買報告書の提出義務等

上場会社等の役員・主要株主による特定有価証

券の一定額を超える売付けの禁止等

会社関係者等による内部者取引の禁止

公開買付者等関係者等による内部者取引の禁止

虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布等の禁止

対価を受けた証券記事等の制限

　第６１条第１項

第６５条の２第６

項で準用する

　第４２条の２

第１２９条

第１３０条第１項

第１５７条

第１５８条

第１５９条

第１６１条第１項

第１６２条

第１６２条の２

第１６３条、第１６４

条

第１６５条

第１６６条

第１６７条

第１６８条

第１６９条



�　証券業協会及び証券取引所

　証取法第１９４条の６第１項及び第２項第３号、第４号に

より内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された証券業

協会及び証券取引所に対する検査及び報告・資料の徴取

権限の範囲は、証券業協会については証取法施行令第３８

条第３項に、証券取引所については同条第４項に規定さ

れている。

　具体的には、①証取法の以下に掲げる取引の公正の確

保に係る規定の遵守状況及び定款・諸規則等のル－ルの

遵守状況の調査に係る業務、②これらの規定やル－ルに

違反した会員に対して自主規制機関が行う措置に係る業

務である。

〔証取法〕

－138－

規　定　の　概　要条　　項

募集又は売出しに際しての有利買付け等の表示

の禁止

不特定多数者向け勧誘等に際しての一定の額の

配当等の表示の禁止

第１７０条

第１７１条

規　定　の　概　要条　　項

認可の条件

取締役又は監査役等の親銀行等・子銀行等にお

ける兼職の禁止

取引所有価証券取引市場外での取引の禁止

取引態様（自己・委託）の事前明示義務

向い呑みの禁止

第２９条の２第１項

第３２条第１項・

第２項

第３７条

第３８条

第３９条



－139－

規　定　の　概　要条　　項

先物取引等の概要等を記載した書面の顧客への

事前交付義務

取引報告書の作成、顧客への交付義務

禁止行為 (断定的判断を提供した勧誘、取引一任

勘定取引の契約の締結、過度の大量推奨販売等）

損失保証・損失補てんの禁止等

顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし適当

な勧誘（適合性の原則）等を行う義務

投資顧問業等証券会社の行うその他業務に係る

禁止行為　

証券会社の親法人等又は子法人等との間の禁止

行為

引受人となった証券会社による対象有価証券の

買主に対する信用供与の制限

呑行為の禁止

証券取引所の定める受託契約準則の遵守義務

不正の手段・計画等の禁止、虚偽表示等による

財産取得の禁止等

相場変動の目的等による風説の流布、偽計、暴

行等の禁止

相場操縦的行為の禁止

証券会社等の自己計算取引及び過当な数量の売

買取引等の制限

空売り等政令に違反する行為の禁止

上場等株券の取引の公正確保

第４０条

第４１条

第４２条

第42条の２

第43条

第44条

第45条

第46条

第129条

第130条第１項

第157条

第158条

第159条

第161条第１項

第162条

第162条の２



ロ　金先法に基づく範囲

�　金融先物取引所会員

　金先法第９２条第１項及び第２項第１号により内閣総理

大臣及び金融庁長官から委任された金融先物取引所会員

に対する検査及び報告・資料の徴取権限の範囲は、金先

法施行令第９条第２項において定められており、個別的

に掲げると以下のとおりである。

〔金先法〕

－140－

規　定　の　概　要条　　項

上場会社等の役員・主要株主の特定有価証券等

の売買報告書の提出義務等

上場会社等の役員・主要株主による特定有価証

券の一定額を超える売付けの禁止等

会社関係者等による内部者取引の禁止

公開買付者等関係者等による内部者取引の禁止

虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布等の禁止

対価を受けた証券記事等の制限

募集又は売出しに際しての有利買付け等の表示

の禁止

不特定多数者向け勧誘等に際しての一定の額の

配当等の表示の禁止

第１６３条、第１６４

条

第１６５条

第１６６条

第１６７条

第１６８条

第１６９条

第１７０条

第１７１条

規　定　の　概　要条　　項

相場操縦的行為の禁止

過当な件数の取引等の制限

金融先物取引所の定める受託契約準則の遵守義務

第４４条

第４５条

第４７条第１項



�　金融先物取引業者

　金先法第９２条第１項及び第２項第２号により内閣総理

大臣及び金融庁長官から委任された金融先物取引業者に

対する検査及び報告・資料の徴取権限の範囲は、金先法

施行令第９条第３項において定められており、個別的に

掲げると以下のとおりである。

〔金先法〕

－141－

規　定　の　概　要条　　項

受託契約の概要等を記載した書面の顧客への事

前交付義務

金融先物取引業者の禁止行為（断定的判断の提

供、損失保証等）

受託等のための不正行為の禁止

虚偽の相場の公示の禁止

第６９条

第７４条

第９１条の２

第９１条の３

規　定　の　概　要条　　項

相場操縦的行為の禁止

許可の条件

広告の規制

受託契約の概要等を記載した書面の顧客への事

前交付義務

受託契約に係る書面の委託者への交付義務

成立した取引に係る書面の委託者への交付義務

委託証拠金等の受領に係る書面の委託者への交

付義務

呑行為の禁止

第４４条

第５７条第１項

第６８条

第６９条

第７０条

第７１条

第７２条

第７３条



�　金融先物取引所及び金融先物取引業協会

　金先法第９２条第１項及び第２項第１号及び第３号によ

り内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された金融先物

取引所及び金融先物取引業協会に対する検査及び報告・

資料の徴取権限の範囲は、金融先物取引所については金

先法施行令第９条第１項に、金融先物取引業協会につい

ては同条第４項に規定されている。

　具体的には、①金先法の以下に掲げる取引の公正の確

保に係る規定の遵守状況及び定款・諸規則等のル－ルの

遵守状況の調査に係る業務、②これらの規定やル－ルに

違反した会員に対して自主規制機関が行う措置に係る業

務である。

〔金先法〕

－142－

規　定　の　概　要条　　項

金融先物取引業者の禁止行為（断定的判断の提

供、損失保証等）

受託等のための不正行為の禁止

虚偽の相場の公示の禁止

第７４条

第９１条の２

第９１条の３

規　定　の　概　要条　　項

相場操縦的行為の禁止

過当な件数の取引等の制限

金融先物取引所の定める受託契約準則の遵守義

務

許可の条件

広告の規制

第４４条

第４５条

第４７条第１項

第５７条第１項

第６８条



ハ　本人確認法に基づく権限の範囲

　本人確認法第１３条第４項により金融庁長官から委任され

た証券会社、外国証券会社、金融先物取引業者及び登録金

融機関に対する検査及び報告・資料の徴取権限の範囲は、

同項において定められており、個別的に掲げると以下のと

おりである。

〔本人確認法〕

－143－

規　定　の　概　要条　　項

受託契約の概要等を記載した書面の顧客への事

前交付義務

受託契約に係る書面の委託者への交付義務

成立した取引に係る書面の委託者への交付義務

委託証拠金等の受領に係る書面の委託者への交

付義務

呑行為の禁止

金融先物取引業者の禁止行為（断定的判断の提

供、損失保証等）

受託等のための不正行為の禁止

虚偽の相場の公示の禁止

第６９条

第７０条

第７１条

第７２条

第７３条

第７４条

第９１条の２

第９１条の３

規　定　の　概　要条　　項

本人確認義務

本人確認記録の作成義務等

取引記録の作成義務等

第３条

第４条

第５条



�　犯則事件の調査の権限、範囲

①　犯則事件の調査の権限

　犯則事件の調査は、内閣総理大臣及び金融庁長官から委任

を受けた権限に基づいて行う証券会社等に対する検査及び報

告・資料の徴取とは異なり、監視委員会職員の固有の権限と

して規定されており、また、権限行使の対象も証券会社等に

限定されず、広く投資者を含め証券取引等に関与するすべて

の者に対し行使することができる。

　具体的な権限は、以下のとおりである。

②　犯則事件の範囲

　犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして政令（証

取法施行令第４５条、外証法施行令第２３条、金先法施行令第１１

条）及び本人確認法第１８条において定められており、個別的

に掲げると以下のとおりである。
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犯 則 事 件 の 調 査 の 権 限根 拠 規 定

犯則嫌疑者等に対する質問、犯則嫌疑者等が所

持し又は置き去った物件の検査、犯則嫌疑者等

が任意に提出し又は置き去った物件の領置等の

任意調査権限

証取法第２１０条

外証法第５３条

金先法第１０６条

本人確認法第１８条

裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索及

び差押えの強制調査権限

証取法第２１１条

外証法第５３条

金先法第１０７条

本人確認法第１８条



〔証取法〕 

－145－

規　定　の　概　要行為者条　項

募集又は売出しの届出義務等

有価証券届出書の提出義務等

記載すべき内容と異なる内容を記載

した目論見書の使用等の禁止

目論見書の交付義務等

有価証券届出書に関する真実性の認

定等の表示の禁止

発行登録書の提出による募集または

売出しの登録等

発行登録書等に関する真実性の認定

等の表示の禁止

発 行 者

発 行 者

何 人 も

発行者、　

証券会社等

何 人 も

発 行 者

何 人 も

第４条

第５条

第６条

第７条

第９条第１項

第10条第１項

第12条

第１３条第５項

第１５条

第２３条第２項

第２３条の３

第２３条の４

第２３条の８

第２３条の９

　第１項

第２３条の１０

第２３条の１２

　第１項から

　第３項まで

　第６項

�������

�����������
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規　定　の　概　要行為者条　項

有価証券報告書の提出義務等

半期報告書・臨時報告書の提出義務

等

自己株券買付状況報告書の提出義務

等

有価証券届出書、有価証券報告書等

の写しの公衆縦覧義務

有価証券の発行者が会社以外のもの

である場合の、５条から１３条まで、

１５条から２４条の５まで、２５条及び２６

条の規定の準用規定

公開買付開始公告義務、公開買付届

出書の提出義務等

公開買付期間中の別途買付けの禁止

買付条件等の変更の場合の公告義務

公開買付開始公告の訂正公告義務等

公開買付届出書の訂正届出書の提出

義務等

公開買付説明書の交付義務等

意見表明報告書の提出義務等

公開買付撤回届出書の提出義務等

公開買付報告書の提出義務等

発 行 者

発 行 者

発 行 者

発 行 者

－

公開買付者

公開買付者

公開買付者

公開買付者

公開買付者

公開買付者

公開買付対

象会社等　

公開買付者

公開買付者

第２４条

第２４条の２

第２４条の５

第２４条の６

第２５条第２項

第２７条

第２７条の３

第２７条の５

第２７条の６

第２７条の７

第２７条の８

第２７条の９

第２７条の１０

第２７条の１１

第２７条の１３

���
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規　定　の　概　要行為者条　項

公開買付届出書等の写しの公衆縦覧

義務

公開買付届出書等に関する真実性の

認定等の表示の禁止

発行者である会社による上場株券等

の有価証券市場外における公開買付

けに係る第27条の３から第27条の15

までの規定の準用規定

前条の規定による公開買付けの場合

の166条に規定する重要事実の公表

義務等

大量保有報告書の提出義務等

認可に付された条件の遵守（有価証

券の売買等の公正を確保するために

付された業務の制限に係る条件に限

る）

先物取引等の概要等を記載した書面

の顧客への事前交付義務

取引報告書の顧客への交付義務

公開買付者

公開買付者、

公開買付対

象会社等　

公開買付者、

公開買付対

象会社等　

公開買付者

大量保有者

証 券 会 社

証 券 会 社

証 券 会 社

第２７条の１４第

２項

第２７条の１５第

２項

第２７条の２２の

２

第２７条の２２の

３

第２７条の２３

　第１項

第２７条の２５

第２７条の２６

第２７条の２７

第２７条の２９

第２９条の２第

１項

第４０条第１項

第４１条第１項

�������
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規　定　の　概　要行為者条　項

損失保証、損失補てんの禁止等

２９条の２①、４０条①、４１条①、４２条

の２の規定の登録金融機関への準用

有価証券の売買等についての、不正

の手段・計画等、虚偽表示による財

産取得等の不正取引行為の禁止

有価証券の募集、売出し、売買等の

ための、又は相場の変動を図る目的

をもった風説の流布、偽計、暴行、

脅迫の禁止

相場操縦的行為の禁止

自己計算取引、過当数量取引等の制

限

特定有価証券等の売買に関する報告

書の提出義務

利益関係書類の写しに記載された内

容の売買を行っていない場合の申立

て（虚偽の申立てをした場合）

特定有価証券の一定額を超える売付

けの禁止等

会社関係者等による内部者取引の禁止

公開買付者等関係者等による内部者

取引の禁止

証券会社等

登録金融機関

何 人 も

何 人 も

何 人 も

証券会社、

登録金融機関

上場会社等

の役員・主

要株主　　

上場会社等

の役員・主

要株主　　

上場会社等

の役員・主

要株主　　

会社関係者等

公開買付者等

関係者等　

第４２条の２

第６５条の２

第１５７条

第１５８条

第１５９条

第１６１条

第１６３条

第１６４条第５

項

第１６５条

第１６６条

第１６７条



〔外証法〕
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規　定　の　概　要行為者条　項

虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布

等の禁止

虚偽の相場の公示等の請託の禁止

証券記事等について発行者等から対

価を受けている場合の表示義務

有価証券の不特定多数者向け勧誘等

に際しての有利買付け等の表示の禁

止

有価証券の不特定多数者向け勧誘等

に際しての一定の額の配当等の表示

の禁止

何 人 も

発行者、　

証券会社等

何 人 も

何 人 も

有価証券の

不特定多数

者向け勧誘

等をする者

等　 　

第１６８条

　第１項

　第２項

　第３項

第１６９条

第１７０条

第１７１条

規　定　の　概　要行為者条　項

証券会社に対する認可の条件

先物取引等の概要等を記載した書面

の顧客への事前交付義務

取引報告書の交付義務

損失保証・損失補てんの禁止等

外国証券会社

外国証券会社

外国証券会社

外国証券会社

等　

第７条第３項

第１４条

���

��
��
�



〔金先法〕

〔本人確認法〕 
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規　定　の　概　要行為者条　項

相場操縦的行為の禁止

過当な件数の取引等の制限

許可の条件

広告の規制

受託契約の概要等を記載した書面の

顧客への事前交付義務

成立した取引に係る書面の委託者へ

の交付義務

委託証拠金等の受領に係る書面の委

託者への交付義務

呑行為の禁止

受託等のための不正行為の禁止

虚偽の相場の公示の禁止

何 人 も

取引所会員

金 先 業 者

金 先 業 者

金 先 業 者

金 先 業 者

金 先 業 者

金 先 業 者

何 人 も

何 人 も

第４４条

第４５条

第５７条第１項

第６８条

第６９条第１項

第７１条第１項

第７２条

第７３条

第９１条の２

第９１条の３ 

規　定　の　概　要行為者条　項

本人特定事項の虚偽申告の禁止顧 客 等

代 表 者 等

第３条第４項



１－６　監視委員会と自主規制機関との関係の概念図

（注）金融先物取引についても同様である。
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２　監視委員会の活動実績

２－１　告発実施状況

　１　告発件数等一覧表

（注）事務年度：７月～翌年６月

　　　

　２　告発事件の概要一覧表

（平成15年７月２９日現在） 
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合　計１４事務年度１３事務年度１２事務年度１１事務年度１０事務年度４～９事務年度区　分

　５３１０　７５　７　６　１８告発件数

１９４２２２４８２２１５１０３告発人数

判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

６．１０．３（東京地裁）
不動産会社社長
　懲役２年６月（執行猶予
４年）
金融業者役員
　懲役２年（執行猶予３年）
（いずれも確定）

日本ユニシス㈱の株価を高騰さ
せ、自ら売り抜けることを目的
とした十数名の名義による仮装
売買、買上がり買付け等。
（嫌疑者）不動産会社社長
　　　　　金融業者役員

証 取 法 第
125条第１
項、第２項
等（相場操
縦）

５．５．２１１

１３．９．２８（東京地裁）
同社社長
　懲役１年８月
同社役員
　懲役１年２月
社長、役員
　公判係属中（東京高裁）

㈱アイペックは、関連会社を利
用した架空売上の計上等により
粉飾経理を行い、虚偽の記載を
した有価証券報告書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長、役員

証 取 法 第
197条第１
号の２
同法第207
条第１項等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

６．５．１７２
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

６．１２．２０ （大阪簡裁）
会社役職員・取引先職員２４
名
　罰金２０～５０万円（略式命
令）
（いずれも確定）
８．５．２４ （大阪地裁）
医師
　罰金３０万円
９．１０．２４ （大阪高裁）
医師
　原判決破棄・大阪地裁へ
差戻し
１１．２．１６（最高裁）
医師
　原判決破棄・大阪高裁へ
差戻し
１３．３．１６（大阪高裁）
医師
　控訴を棄却
医師、公判係属中（最高裁）

日本商事㈱の新薬の投与による
副作用死亡例の発生（重要事実）
を知り、公表前に同社株券を売
り付けた。
（嫌疑者）会社役職員
　　　　　取引先職員
　　　　　医師（第一次情報受

領者）

証 取 法 第
166条第１
項、第３項
同法第200
条第６号等
 （内部者取
引）

６．１０．１４３

７．３．２４ （東京簡裁）
取引銀行　罰金50万円
同役職員２名　　罰金20～
50万円
取引先、同職員　罰金30万
円

（略式命令）
（いずれも確定）

新日本国土工業㈱の約束手形
の不渡りの発生（重要事実）を
知り、公表前に同社株券を売り
付けた。
（嫌疑者）取引銀行、同役職員
　　　　　取引先、同職員

証 取 法 第
166条第１
項
同法第207
条第１項等
 （内部者取
引）

７．２．１０４

８．３．２２ （東京地裁）
  懲役１年４月（執行猶予
３年）
（確定）

テーエスデー㈱の社長は、同社
株券の価格を騰貴させるため、
虚偽の事実を発表。
（嫌疑者）当該会社社長

証 取 法 第
158条
同 法 第197
条第９号
（風説の流
布）

７．６．２３５
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

８．２．１９ （東京簡裁）
証券会社社長、役職員４名
　罰金３０～５０万円（略式命
令）
８．１２．２４ （東京地裁）
証券会社　罰金1,500万円
同社役員　懲役６月

（執行猶予２年）
（いずれも確定）

千代田証券㈱は、株式取引の自
己勘定から顧客勘定への付け替
えにより損失補てん及び利益の
追加。
（嫌疑者）当該証券会社
　　　　　当該会社社長、
　　　　　役職員、顧客

証取法第50
条の３第１
項
同法第207
条第１項等
（損失補て
ん）

７．１２．２２６

９．７．２８ （東京地裁）
　懲役６月（執行猶予３年）
　追徴金約２,６００万円
１０．９．２１（東京高裁）
　原判決破棄・東京地裁へ
差戻し
１１．６．１０（最高裁）
　原判決破棄・東京高裁へ
差戻し
１２．３．２４（東京高裁）
　控訴を棄却
（確定）

日本織物加工㈱の第三者割当
増資の決定（重要事実）を知り、
公表前に知人名義等で同社株
券を買い付けた。
（嫌疑者）割当先監査役（弁護

士)

証 取 法 第
166条第１
項、第２項
同法第200
条第６号
（内部者取
引）

８．８．２７

９．１．３０ （東京簡裁）
　罰金50万円（略式命令）
（確定）

特定の株券の価格を騰貴させ
自ら売り抜けるため、「ギャン
ぶる大帝」の袋とじ株式欄に虚
偽の事実を記載。
（嫌疑者）雑誌監修人（投資顧
問業）

証 取 法 第
158条
同 法 第197
条第９号
（風説の流
布）

９．１．１７８

９．５．１ （名古屋簡裁）
当該会社役員等（１社４名）
　罰金５０万円（略式命令）
９．９．３０ （名古屋地裁）
当該会社会長
　懲役６月（執行猶予３年）
（いずれも確定）

㈱鈴丹の子会社の破綻に伴う
損失等の発生（重要事実）を知
り、公表前に同社株券を売り付
けた。
（嫌疑者）当該会社会長、役員
　　　　　関連会社

証 取 法 第
166条第１
項
同法第207
条第１項等
 （内部者取
引）

９．４．８ ９
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

９．５．２７ （東京簡裁）
割当先社長等（１名３社）
　罰金30万円（略式命令）
（いずれも確定）

シントム㈱の第三者割当増資の
決定（重要事実）を知り、公表
前に知人名義等で同社株券を買
い付けた。
（嫌疑者）割当先社長　
　　　　　割当先会社等

証 取 法 第
166条第３
項
同法第200
条第６号等
 （内部者取
引）

９．４．２５１０

１１．１．２０（東京地裁）
証券会社　罰金１億円
同社社長、役員
　懲役１年（執行猶予３年）
同社役員　
　懲役８月（執行猶予３年）
１１．４．２１（東京地裁）
顧客　懲役９月
　　　追徴金約６億9,300万円
（いずれも確定）
（注）山一､日興､大和證券

関連と共に一括審理

野村證券㈱は、株式等取引の自
己勘定から顧客勘定への付け
替え等により損失補てん。顧客
は、損失補てんを要求。
（嫌疑者）当該証券会社　　　
　　　　　当該会社社長、役員
　　　　　顧客

証取法第50
条の３第１
項
同法第207
条第１項等
（損失補て
ん）

９．５．１３１１

１０．７．１７（東京地裁）
証券会社　罰金８,０００万円
同社役員　
　懲役１０月（執行猶予２年）
１０．９．３０（東京地裁）
同社副社長
　懲役１年（執行猶予３年）
１０．１１．６（東京地裁）
同社職員
　懲役１０月（執行猶予２年）
同社役職員２名
　懲役８月（執行猶予２年）
１１．６．２４（東京地裁）
同社役員
  懲役１０月（執行猶予３年）
１２．３．２８（東京地裁）
同社社長　懲役２年６月
　同日控訴（東京高裁）
１３．１０．２５（東京高裁）
　懲役３年（執行猶予５年）
（いずれも確定）

山一證券㈱は、海外先物取引の
自己勘定から顧客勘定への付
け替えにより損失補てん及び
利益の追加。顧客は、損失補て
んを要求。
（嫌疑者）当該証券会社
　　　　　当該会社社長､ 副社

長､役職員
　　　　　顧客

証取法第50
条の３第１
項、第２項
同法第207
条第１項等
（損失補て
ん）

９．９．１７１２
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１０．９．２１（東京地裁）
証券会社　罰金1,000万円
同社副社長、職員
　懲役10月（執行猶予３年）
同社役員２名
　懲役１年（執行猶予３年）
（いずれも確定）

日興證券㈱は、株式取引の自己
勘定から顧客勘定への付け替え
により損失補てん。顧客は、損
失補てんを要求。
（嫌疑者）当該証券会社　　　

当該会社副社長、役
職員

　　　　　顧客

証取法第50
条の３第１
項
同法第207
条第１項等
（損失補て
ん）

９．１０．２１１３

１０．７．１７（東京地裁）
証券会社　罰金８,０００万円
同社役員　
　懲役１０月（執行猶予２年）
１０．９．３０（東京地裁）
同社副社長
　懲役１年（執行猶予３年）
１０．１１．６（東京地裁）
同社役職員２名
　懲役８月（執行猶予２年）
１１．１．２９（東京地裁）
同社役員
  懲役１０月（執行猶予３年）
１１．６．２４（東京地裁）
同社役員
  懲役１０月（執行猶予３年）
１２．３．２８（東京地裁）
同社社長
　懲役２年６月
　社長、同日控訴（東京高
裁）
１３．１０．２５（東京高裁）
同社社長
　懲役３年（執行猶予５年）
（いずれも確定）

山一證券㈱は、海外先物取引の
自己勘定から顧客勘定への付
け替えにより損失補てん。
（嫌疑者）当該証券会社
　　　　　当該会社社長、副社

長、役職員

証取法第50
条の３第１
項
同法第207
条第１項等
（損失補て
ん）

９．１０．２３ １４

１０．１０．１５（東京地裁）
証券会社　罰金4,000万円
同社副社長
　懲役１年（執行猶予３年）
同社役職員３名
　懲役10月（執行猶予３年）
同社役職員２名
　懲役８月（執行猶予３年）
（いずれも確定）

大和證券㈱は、株式取引の自己
勘定から顧客勘定への付け替
えにより損失補てん。顧客は、
損失補てんを要求。
（嫌疑者）当該証券会社
　　　　　当該会社副社長、役

職員
　　　　　顧客

証取法第50
条の３第１
項、第２項
同法第207
条第１項等
（損失補て
ん）

９．１０．２８１５
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１０．９．２１（東京地裁）
証券会社　罰金1,000万円
同社副社長、役員
　懲役１年（執行猶予３年）
（いずれも確定）

日興證券㈱は、株式取引の自己
勘定から顧客勘定への付け替え
により利益追加。
（嫌疑者）当該証券会社
　　　　　当該会社副社長、役

員

証取法第50
条の３第１
項
同法第207
条第１項等
 （損失補て
ん）

１０．３．９１６

１２．３．２８（東京地裁）
証券会社会長
　懲役２年６月（執行猶予
５年）
同社社長
　懲役２年６月
社長、同日控訴（東京高裁）
１３．１０．２５（東京高裁）
同社社長
　懲役３年（執行猶予５年）
（いずれも確定）

　山一證券㈱は、有価証券の含
み損を国内・海外のペーパーカ
ンパニー等に飛ばしを行うこ
とで隠蔽し、虚偽の記載をした
有価証券報告書を提出。
（嫌疑者）当該証券会社
　　　　　当該会社会長、社

長、副社長

証 取 法 第
197条第１
号
同法第207
条第１項第
１号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１０．３．２０１７

１０．８．２６（横浜簡裁）
  罰金50万円（略式命令）
（確定）

ト－ソク㈱の株券について、親
会社が他社（買収先）へ一括株
式譲渡を実施すること（重要事
実）を知り、公表前に親族名義
口座で同社株券を買い付けた。
（嫌疑者）親会社役員

証 取 法 第
167条第１
号、同法施
行令第31条
同 法 第200
条第６号
 （内部者取
引）

１０．５．２９１８

１０．７．１７（東京簡裁）
関連会社職員の親族
　罰金５０万円（略式命令）
１０．１１．１０（東京地裁）
関連会社役員
　懲役６月（執行猶予３年）
　罰金50万円
（いずれも確定）

大都工業㈱の会社更生手続開
始の申立ての決定（重要事実）
を知り、公表前に信用取引等を
利用して同社株券を売り付け
た。
（嫌疑者）関連会社役員
　　　　　関連会社職員の親族

証 取 法 第
166条第３
項
同法第200
条第６号
 （内部者取
引）

１０．７．６１９
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１１．３．１９（東京地裁）
証券会社職員
　懲役６月（執行猶予３年）
　罰金５０万円
（確定）
１２．３．２８（東京地裁）
合併相手先役員
　懲役６月
　罰金５０万円
１２．１１．２０（東京高裁）
合併相手先役員
　控訴を棄却
合併相手先役員、公判係属
中（最高裁）

日本エム・アイ・シー㈱のベン
チャー企業の吸収合併の決定
（重要事実）を知り、公表前に
仮名口座で同社株券を買い付け
た。
（嫌疑者）合併相手先役員
　　　　　証券会社職員

証 取 法 第
166条第１
項
同法第200
条第６号等
 （内部者取
引） 

１０．１０．３０２０

１１．２．１０（東京簡裁）
部下職員
　罰金５０万円（略式命令）
１１．４．１３（東京地裁）
取引先役員
　懲役１年、罰金２００万円
１１．１０．２９（東京高裁）
取引先役員
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
　罰金200万円
（いずれも確定）

トーア・スチール㈱の解散の決
定（重要事実）を知り、公表前
に信用取引を利用して部下の
親族名義口座で同社株券を売
り付けた。
（嫌疑者）取引先役員
　　　　　同部下職員

証 取 法 第
166条第１
項
同法第198
条第15号等
 （内部者取
引）

１０．１２．１７２１

１１．４．１３（東京地裁）
  懲役１０月、罰金２００万円
１１．１０．２９（東京高裁）
  懲役１年２月（執行猶予
３年）
　罰金200万円
（確定）

トーア・スチール㈱の解散の決
定（重要事実）を知り、公表前
に信用取引を利用して同社株
券を売り付けた。
（嫌疑者）同業他社社長

証 取 法 第
166条第３
項
同法第198
条第15号等
 （内部者取
引）

１１．２．１０２２

１１．６．２４（大阪地裁）
金融業者役員
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
金融業者
　罰金400万円
（確定）

昭和化学工業㈱の株価を高騰
させ、自ら売り抜けることを目
的とした十数名の名義による
仮装売買、買上がり買付け等。
（嫌疑者）金融業者
　　　　　金融業者役員

証 取 法 第
159条第１
項、第２項
同法第197
条等
　（相場操
縦）

１１．３．４２３
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１４．９．１０（東京地裁）
頭取
　懲役３年（執行猶予４年）
副頭取２名
　懲役２年（執行猶予３年）
いずれも公判係属中（東京
高裁）

㈱日本長期信用銀行は、関連親
密企業への融資に関して適正な
引当・償却を行わないことによ
り粉飾経理を行い、虚偽の記載
をした有価証券報告書を提出。
（嫌疑者）当該銀行
　　　　　当該銀行頭取、副頭

取

証 取 法 第
197条第１
号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１１．６．３０２４

公判係属中（東京地裁）㈱日本債券信用銀行は、取立不
能と見込まれる貸出金に関し
て適正な引当・償却を行わない
ことにより粉飾経理を行い、虚
偽の記載をした有価証券報告
書を提出。
（嫌疑者）当該銀行
　　　　　当該銀行会長、頭取、

副頭取、役員

証 取 法 第
197条第１
号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１１．８．１３２５

１２．５．１９（横浜地裁）
会社社長
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
（確定）

㈱ヒューネットの株価を高騰
させ、自ら売り抜けることを目
的とした数名の名義による仮
装売買等。
（嫌疑者）会社社長、役員

証 取 法 第
159条第１
項第１号、
第２項第１
号、第４項
同法第197
条第８号等
（相 場 操
縦）

１１．１２．３２６

１４．９．１２（東京地裁）
副社長
　懲役７年
　罰金6,000万円
当該会社
　罰金1,000万円
いずれも公判係属中（東京
高裁）

㈱ヤクルト本社は、プリンスト
ン債が償還済であるという事
実を隠蔽し、資産及び収益を過
大に計上する方法で、虚偽の記
載をした半期報告書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社副社長、
　　　　　証券会社会長

証 取 法 第
198条第４
号等
（虚偽の半
期報告書の
提出）

１１．１２．２７２７

１３．１．３０（横浜地裁）
同社社長
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
（確定）

㈱テスコンは、架空売上の計上
により粉飾経理を行い、虚偽の
記載をした有価証券報告書を
提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社社長、役員

証 取 法 第
197条第１
号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１２．１．３１２８
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１２．３．２２（東京簡裁）
同社役職員２名
　罰金30万円（略式命令）
（いずれも確定）

クレスベール・インターナショ
ナル・リミテッドは、プリンス
トン債を販売するため「当局の
承認が得られている商品であ
る」旨の虚偽の資料を使用。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役職員

証 取 法 第
158条
同 法 第197
条第６号等
　　（偽計）

１２．３．２１２９

１４．１０．１０（東京地裁）
同社会長
　懲役３年
　罰金6,400万円
公判係属中（東京高裁）

クレスベール・インターナショ
ナル・リミテッドは、プリンス
トン債を販売するため、投資家
に虚偽の説明。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長

証 取 法 第
158条
同 法 第197
条第６号等
（偽計）

１２．３．２２３０

１２．７．１９（東京地裁）
　懲役８月（執行猶予３年）
　罰金100万円
　追徴金約449万円　　　
（確定）

㈱ピコイが和議開始の申立て
を行うこと（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を売り付け
た。
（嫌疑者）取引先役員

証 取 法 第
166条第３
項等
同法第198
条第15号
 （内部者取
引）

１２．５．２６３１

１２．１１．２８（東京簡裁）
　罰金50万円（略式命令）
　追徴金約158万円
（確定）

㈱プレナスが子会社の異動を
伴う株券の取得を行う（重要事
実）ことを知り、公表前に同社
株券を買い付けた。
（嫌疑者）当該会社役員の姉

証 取 法 第
166条第３
項等
同法第198
条第15号
 （内部者取
引）

１２．１１．２８３２

１２．１２．４（東京簡裁）
会社役員ら３名
　罰金５０万円（略式命令）
１４．１１．８（東京地裁）
会社役員１名
　懲役２年（執行猶予４年）
　罰金600万円
（いずれも確定）

㈱東天紅の株価を高騰させる
ため、公開買付けをする旨の虚
偽発表をするとともに、虚偽の
大量保有報告書を提出。
（嫌疑者）会社役員等

証 取 法 第
158条等
同 法 第197
条第１項第
５号等
（風説の流
布、虚偽の
大量保有報
告 書 の 提
出）

１２．１２．４３３
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１４．１１．８（東京地裁）
　懲役２年（執行猶予４年）
　罰金600万円
（確定）
（注）３３号事件と一括審理

会社役員は、㈱東天紅の株券の
大量保有者になったのにもかか
わらず、期限までに大量保有報
告書を提出しなかった。
（嫌疑者）会社役員

証取法第27
条の23第１
項
同 法第198
条第５号
（大量保有
報告書の不
提出）

１２．１２．４ ３４

１３．５．２９（東京地裁）
提携先社員
　懲役１年（執行猶予３年）
　罰金100万円
　追徴金約1,414万円
（確定）

武藤工業㈱が他社と資本業務
提携を行う（重要事実）ことを
知り、公表前に同社株券を買い
付けた。
（嫌疑者）提携先社員（公認会

計士）

証 取 法 第
166条第１
項等
同法第198
条第15号
 （内部者取
引）

１３．３．１２３５

１４．９．１２（名古屋地裁）
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
　追徴金約2,818万円
（確定）

アイカ工業㈱の株価を高騰さ
せることを目的とした複数名
義による買上がり買付け、仮装
売買等。
（嫌疑者）会社社長

証 取 法 第
159条第１
項第１号、
第２項第１
号
同法第197
条第１項第
５号
（相 場 操
縦）

１３．４．２７３６

１４．１０．８（大阪地裁）
社長
　懲役２年（執行猶予３年）
副社長
　懲役１年（執行猶予３年）
専務
　懲役10月（執行猶予３年）
（いずれも確定）

フットワークエクスプレス㈱
は架空収益の計上等により粉
飾経理を行い、虚偽の記載のあ
る有価証券報告書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役員、社員

証 取 法 第
197条第１
項第１号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１３．１２．２０３７

１４．６．１０（大阪簡裁）
公認会計士２名
　罰金50万円（略式命令）
（いずれも確定）
公認会計士１名（大阪地裁）
　死亡による公訴棄却

フットワークエクスプレス㈱
の監査業務を行った公認会計
士が架空収益を計上するなど
した虚偽の記載のある有価証
券報告書を提出。
（嫌疑者）公認会計士

証 取 法 第
197条第１
項第１号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１４．６．７３８
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

公判係属中（東京地裁）志村化工㈱の株価を高騰させる
ことを目的とした買上り買付
け、仮装売買等。
（嫌疑者）会社役員等

証 取 法 第
159条第１
項 第 １ 号
等、第２項
第１号
同法第197
条第１項第
７号
（相 場 操
縦）

１４．３．２０３９

１４．１０．１６（東京地裁）
　懲役８月（執行猶予３年）
　罰金100万円
　追徴金約922万円
（確定）

㈱ティーアンドイーソフトが
他社と業務提携を行う（重要事
実）ことを知り、公表前に同社
株券を買い付けた。
（嫌疑者）記者発表会業務下請

会社役員

証 取 法 第
166条第１
項等
同法第198
条第15号
 （内部者取
引)

１４．３．２６４０

１５．３．１３（大阪地裁）
会長
　懲役２年６月
公判係属中（大阪高裁）
１５．３．３１（大阪地裁）
取締役
　懲役３年６月
（確定）

㈱ナナボシは、平成12年３月期
及び平成13年３月期決算にお
いて、架空工事の受注工事代金
の計上により粉飾経理を行い、
虚偽の記載のある有価証券報
告書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役員

証 取 法 第
197条第１
項第１号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１４．６．２８４１

１５．５．２（東京地裁）
銀行員
　懲役１年２月（執行猶予３年）
　罰金80万円、追徴金約400
万円
（確定）
医師
　懲役10月（執行猶予３年）
　罰金50万円、追徴金約400万円
公判係属中（東京高裁）

コカ・コーラウェストジャパン
㈱が、三笠コカ・コーラボトリ
ング㈱の株券を公開買付けす
ること（重要事実）を知り、公
表前に同社株券を買い付けた。
（嫌疑者）銀行員（契約締結

先）等

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１４．６．２８４２

１５．５．２（東京地裁）
銀行員
　懲役１年２月（執行猶予３年）
　罰金８０万円、追徴金約４００
万円
（確定）
医師
　懲役10月（執行猶予３年）
　罰金50万円、追徴金約400万円
公判係属中（東京高裁）
（注）４２号事件と一括審理

三陽エンジニアリング㈱が三
陽パックス㈱の株券を公開買
付けすること（重要事実）を知
り、公表前に同社株券を買い付
けた。
（嫌疑者）銀行員（第一次情報

受領者）等

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１４．６．２８４３
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判　　　　決事　件　の　概　要関係条文告発年月日事件

１５．２．２８（東京地裁）
　懲役１年（執行猶予３年）
　罰金100万円
　追徴金約1,048万円
（確定）

㈱光通信が㈱クレイフィッシュ
の株券を公開買付けすること
（重要事実）を知り、公表前に
同社株券を買い付けた。
（嫌疑者）会社員

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１４．７．３１４４

１５．３．１３（大阪地裁）
会長
　懲役２年６月
公判係属中（大阪高裁）
１５．３．３１（大阪地裁）
取締役
　懲役３年６月
（確定）
（注）41号事件と一括審理

㈱ナナボシは、平成10年３月期
及び平成11年３月期決算にお
いて、架空工事の受注工事代金
の計上により粉飾経理を行い、
虚偽の記載のある有価証券報
告書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役員

証 取 法 第
197条第１
項第１号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１４．９．６４５

１５．３．２８（広島簡裁）
　罰金30万円
　追徴金36万６千円（略式
命令）
（確定）

ドリームテクノロジーズ㈱の
株券を取引していた者が、同株
券の相場の変動を意図し、イン
ターネット上で募集した会員
に対し、電子メールで売買を推
奨する内容虚偽の情報を提供
した。
（嫌疑者）当該株券取引者

証 取 法 第
158条
同 法 第197
条第１項第
７号
（風説の流
布 及 び 偽
計）

１４．１１．２９４６

１５．７．１４（東京地裁）
会長
　懲役２年
（確定）

㈱エムティーシーアイは、架空
資産を計上するなど虚偽の記
載のある貸借対照表を掲載し
た有価証券報告書を提出。その
後の公募増資にあたり、上記貸
借対照表を掲載した有価証券
届出書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長

証 取 法 第
197条第１
項第１号等
（虚偽の有
価証券届出
書及び報告
書の提出）

１４．１２．１６４７

公判係属中（東京地裁）ニチメン㈱が、㈱ニチメンイン
フィニティの株券を公開買付
けすること（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。
（嫌疑者）公開買付代理人で

あった証券会社職
員

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１４．１２．１９４８



（注）関係条文、肩書きは、犯則行為時点のもの。 
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１５．７．１４（東京地裁）
会長
　懲役２年
（確定）
（注）４７号事件と一括審理

㈱エムティーシーアイは、公募
増資にあたり、一般投資家に対
して、虚偽の事実を公表した。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社会長

証 取 法 第
158条
同 法 第197
条第１項等
（偽計）

１４．１２．２６４９

１５．７．３（大阪地裁）
会社職員
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
　罰金１００万円、追徴金２９０
万円
職員知人
　懲役１年（執行猶予３年）
　罰金８０万円、追徴金約２１０
万円
（いずれも確定）

コカ・コーラウェストジャパン
㈱が、三笠コカ・コーラボトリ
ング㈱の株券を公開買付けする
こと（重要事実）を知り、公表
前に同社株券を買い付けた。
（嫌疑者）会社職員等

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１５．２．１３５０

１５．７．３（大阪地裁）
会社職員
　懲役１年６月（執行猶予
３年）
　罰金１００万円、追徴金２９０
万円
職員実弟
　懲役１年（執行猶予３年）
　罰金１００万円、追徴金約
５４５万円
（いずれも確定）

コカ・コーラウェストジャパン
㈱が、三笠コカ・コーラボトリ
ング㈱の株券を公開買付けする
こと（重要事実）を知り、公表
前に同社株券を買い付けた。
（嫌疑者）会社職員等

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１５．２．２０５１

公判係属中（東京地裁） ㈱ケイビーは架空売上を計上す
るなどの方法により粉飾経理を
行い、虚偽の記載のある有価証
券報告書を提出。
（嫌疑者）当該会社
　　　　　当該会社役員

証 取 法 第
197条第１
項第１号等
（虚偽の有
価証券報告
書の提出）

１５．３．２４５２

公判係属中（東京地裁）ニチメン㈱が、㈱ニチメンイン
フィニティの株券を公開買付け
すること（重要事実）を知り、
公表前に同社株券を買い付け
た。
（嫌疑者）公開買付代理人で

あった証券会社職員

証 取 法 第
167条第１
項等
 （内部者取
引）

１５．５．２８５３



２－２　検査実施状況

１　検査実施状況

（注）１．上記の計数は、着手件数である。

　　　２．「支店単独検査」とは、支店の検査のみを実施するものである。

　　　３．登録金融機関は、平成10年12月以前は証券業務の認可を受けた金融機関。

　　　４．平成14年７月～平成15年６月においては、上記のほか機動検査２件、　

テーマ別検査３件を実施している。 
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１４年７月　
～１５年６月

１３年７月　
～１４年６月

１２年７月　
～１３年６月

１１年７月　
～１２年６月

１０年７月　
～１１年６月

区　　　分

１１３社９６社９６社８６社８０社証券会社検査

９５社

（１４社）
（８１社）

８２社

（１０社）
（７２社）

８２社

（９社）
（７３社）

７２社

（６社）
（６６社）

６８社

（６社）
（６２社）

国内証券会社

（ 委 員 会 ）
（財務局長等）

１８社

（１８社）
（０社）

１４社

（１４社）
（０社）

１４社

（１４社）
（０社）

１４社

（１４社）
（０社）

１２社

（１２社）
（０社）

外国証券会社

（ 委 員 会 ）
（財務局長等）

３０支店２１支店２７支店２８支店２７支店支店単独検査

１３社

（２社）
（１１社）

７社

（２社）
（５社）

３社

（２社）
（１社）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

登録金融機関

（ 委 員 会 ）
（財務局長等）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

金融先物取引業者

（ 委 員 会 ）
（財務局長等）

０社

（０社）
（０社）

２社

（２社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

０社

（０社）
（０社）

自主規制機関

（ 委 員 会 ）
（財務局長等）



２　１検査対象当たりの平均延べ検査投入人員

（単位：人・日）

（注１）臨店期間分について算出したものである。

（注２）登録金融機関は、平成10年12月以前は証券業務の認可を受けた金融機関。 
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１４年７月　
～１５年６月

１３年７月　
～１４年６月

１２年７月　
～１３年６月

１１年７月　
～１２年６月

１０年７月　
～１１年６月

区　　　分

１００１０２１００１１５１２０国内証券会社

１０５９４９７１０８５０外国証券会社

２１２８５４－－登録金融機関

－－－－－
金 融 先 物
取 引 業 者



３　検査結果の状況

（単位：社）

（注）１．「検査終了会社数」とは、当該検査年度中に検査結果通知書を交付し、
検査が終了した会社の数をいい（前検査事務年度着手分を含む）、特別検
査（機動検査及びテーマ別検査）を含み、支店単独検査は含まない。

　　　２．登録金融機関は、平成10年12月以前は証券業務の認可を受けた金融機関
である。

　　　３．「問題点が認められた会社数」とは、検査結果通知書において問題点を
指摘した会社の数をいう。

　　　４．「市場ルール等関係」、「営業姿勢関係」、「内部管理体制関係」及び
「その他」は、各々の項目で問題点が認められた会社の数をいう。した
がって、各項目で重複する会社があるため、各項目の合計と「問題点が認
められた会社数」の数値とは一致しない。 
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１４年７月　
～１５年６月

１３年７月　
～１４年６月

１２年７月　
～１３年６月

１１年７月　
～１２年６月

１０年７月　
～１１年６月

区　　　分

１３５９０９７９４７８検査終了会社数

１２２８３９５９４７６証 券 会 社

 １２ ７ ２－－登録金融機関

－－－－ １
金 融 先 物
取 引 業 者

 １－－－ １自主規制機関

７８５７６２８０７０
問題点が認めら
れた会社数　

５０３９５３７２６３
市場ルール等
関 係

 ５ ５１０２８１９営業姿勢関係

５７４３４２５７５０
内 部 管 理
体 制 関 係

 １－－－ １そ の 他



４　監視委員会と金融庁検査局（金融監督庁）との同時検査等の実

施状況

－168－

１４事務年度１３事務年度１２事務年度１１事務年度

野村證券
　　（１４．８．２６）
みずほインベス
ターズ証券
　　（１４．１２．２）
三菱証券
　　（１５．２．１３）
メリルリンチ日本
証券
　　（１５．２．１９）
しんきん証券
　　（１５．５．８）
松井証券
　　（１５．１．１５）
カブドットコム証券
　　（１５．１．１５）
イー・トレード証券
　　（１５．１．１５）

つばさ証券
　　（１３．８．２７）
マネックス証券
　　（１３．１０．１５）
東海東京証券
　　（１３．１０．２４）
さくらフレンド証券
　　（１３．１１．２６）
ディーエルジェイ
ディレクト・エス
エフジー証券
　　（１３．１２．１２）
コスモ証券
　　（１４．２．１３）
岡三証券
　　（１４．４．２２）

明光ナショナル証券
　　（１２．１１．６）
日興証券
　　（１３．１．１７）
日興ビーンズ証券
　　（１３．１．１７）
みずほ証券
　　（１３．３．１２）
新光証券
　　（１３．４．１２）

勧角証券
　　（１１．１１．１０）

国　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内

ビー・エヌ・ピー・
パリバ証券東京支
店
　　（１４．８．２６）
Ｊ．Ｐ．モルガン証
券東京支店
　　（１４．１１．１８）
エービーエヌ・ア
ムロ証券東京支店
　　（１５．２．１９）
ＨＳＢＣ証券東京
支店
　　（１５．４．２２）

ゴ ー ル ド マ ン・
サックス証券東京
支店
　　（１３．８．２７）
バ ー ク レ イ ズ・
キャピタル証券東
京支店
　　（１３．１１．１９）
ドレスナー・クラ
インオート・ワッ
サースタイン証券
東京支店
　　（１４．２．１２）
バンクオブアメリ
カ証券東京支店
　　（１４．２．１２）
クレディ・リヨネ
証券東京支店
　　（１４．４．２２）
モルガン・スタン
レー証券東京支店
　　（１４．４．２２）

シーアイビーシー
証券東京支店
　　（１２．１１．１３）
ラボ・アジア証券
東京支店
　　（１２．１１．１３）
日興ソロモン・ス
ミス・バーニー証
券東京支店
　　（１３．１．１７）
シティーコープ証
券東京支店
　　（１３．１．１７）

メリルリンチ証券
東京支店
　　（１２．２．７）

外　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証

１２社１３社９社２社計



（注）（　 ）書は、検査着手日 
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１４事務年度１３事務年度１２事務年度１１事務年度

三和銀行
　　（１３．９．１７）
東海銀行
　　（１３．１１．７）

第一勧業銀行
　　（１３．４．１２）
富士銀行
　　（１３．５．１４）

登
録
金
融
機
関

－　社２　社２　社－　社計

東京証券取引所
　　（１４．５．８）
大阪証券取引所
　　（１４．５．９）

自
主
規
制
機
関

－　社２　社－　社－　社計



５　平成１４検査事務年度に検査が終了した法人一覧

（注１）区分欄の「国内」は国内証券会社、「外証」は外国証券会社、「登金」は登録金融機
関である。

（注２）斜字体数字は、平成１３検査事務年度に検査を実施した法人である。
（注３）勧告欄の×は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対する勧告を行ったものである。
（注４）同時検査欄の○は、金融庁検査局との同時検査を行ったものである。
（注５）野村證券に対しては、平成１４年４月４日を着手日とする特別検査を実施したが、平

成１４年８月２６日以降は上記の一般検査に吸収して実施した。 
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同時
検査勧告検査結果

通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人区分担　当

Ｈ１４.１０.２２Ｈ１４.６.１４Ｈ１４.３.１１日興コーディアル証券１国内委員会

○×Ｈ１４.７.１１Ｈ１４.６.５Ｈ１４.４.２２岡三証券２

○Ｈ１５.３.１８Ｈ１４.１１.１３Ｈ１４.８.２６野村證券１

Ｈ１４.１０.７Ｈ１４.９.９Ｈ１４.８.２６野村ファンドネット証券２

Ｈ１４.１０.７Ｈ１４.９.１１Ｈ１４.９.２ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券３

×Ｈ１５.３.１４Ｈ１４.１２.２０Ｈ１４.１２.２農中証券４

Ｈ１５.２.１４Ｈ１４.１２.２０Ｈ１４.１２.２みずほ証券５

Ｈ１５.２.２４Ｈ１４.１２.４Ｈ１４.１２.３明光ナショナル証券（特別検査）６

○×Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.２.７Ｈ１５.１.１５カブドットコム証券７

Ｈ１５.３.２７Ｈ１５.２.７Ｈ１５.１.１５日興ビーンズ証券８

○Ｈ１５.４.２１Ｈ１５.２.２１Ｈ１５.１.１５松井証券９

Ｈ１５.４.１１Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.３.１７カーバン東短証券１０

×Ｈ１５.６.２３Ｈ１５.５.１６Ｈ１５.４.３東海東京証券（特別検査）１１

Ｈ１５.６.１３Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.４.３ユーエフジェイつばさ証券（特別検査）１２

○×Ｈ１５.６.３０Ｈ１５.５.２３Ｈ１５.５.８しんきん証券１３

○×Ｈ１４.９.１０Ｈ１４.３.８Ｈ１４.２.８バンクオブアメリカ証券東京支店１外証

Ｈ１５.３.７Ｈ１４.６.１４Ｈ１４.３.１１日興ソロモン・スミス・バーニー証券東京支店（特別検査）２

Ｈ１４.８.２Ｈ１４.７.１０Ｈ１４.６.２７シーディーシー・イクシス・キャピタル・マーケッツ証券東京支店３

Ｈ１４.８.２Ｈ１４.７.１０Ｈ１４.６.２７ジェフリーズ証券東京支店４

Ｈ１４.８.５Ｈ１４.７.１０Ｈ１４.６.２７ティーディー証券東京支店５

Ｈ１４.８.５Ｈ１４.７.１２Ｈ１４.６.２７フィデリティ証券東京支店６

○×Ｈ１４.１１.２９Ｈ１４.１０.２１Ｈ１４.８.２６ビー・エヌ・ピー・パリバ証券東京支店１

×Ｈ１５.３.７Ｈ１４.１２.１９Ｈ１４.９.９日興ソロモン・スミス・バーニー証券東京支店（特別検査）２

×Ｈ１４.１２.１９Ｈ１４.１０.１９Ｈ１４.９.１０アイエヌジー証券東京支店３

Ｈ１４.１０.２９Ｈ１４.１０.１６Ｈ１４.１０.７アール・ビー・エス証券東京支店４

Ｈ１４.１０.２９Ｈ１４.１０.１６Ｈ１４.１０.７アライアンス・ファンド証券東京支店５

Ｈ１４.１０.２９Ｈ１４.１０.１８Ｈ１４.１０.７ティーアイアール証券東京支店６

Ｈ１４.１２.３Ｈ１４.１１.６Ｈ１４.１０.２８カナダ・ロイヤル・ドミニオン証券東京支店７

Ｈ１４.１２.４Ｈ１４.１１.８Ｈ１４.１０.２８現代証券東京支店８

Ｈ１４.１２.１３Ｈ１４.１１.２２Ｈ１４.１１.１１カザノブ証券東京支店９

○×Ｈ１５.２.２５Ｈ１５.１.２４Ｈ１４.１１.１８Ｊ.Ｐ.モルガン証券東京支店１０

○Ｈ１５.３.３１Ｈ１５.３.１４Ｈ１５.２.１９エービーエヌ・アムロ証券東京支店１１

×Ｈ１５.６.２４Ｈ１５.３.２０Ｈ１５.２.２４クレディアグリコルインドスエズ証券東京支店１２

Ｈ１５.４.９Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.３.１７プルデンシャル証券東京支店１３

Ｈ１５.６.２５Ｈ１５.５.１６Ｈ１５.４.２２ウエストエルビー証券東京支店１４

Ｈ１５.６.２５Ｈ１５.５.３０Ｈ１５.４.２２ベアー・スターンズ（ジャパン）証券東京支店１５

Ｈ１５.６.３Ｈ１５.５.１６Ｈ１５.５.８インスティネット証券東京支店１６

Ｈ１５.６.６Ｈ１５.５.２１Ｈ１５.５.８CIBC証券東京支店１７

○Ｈ１５.３.２７Ｈ１４.５.３１Ｈ１４.５.８東京証券取引所１自主
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同時
検査勧告検査結果

通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人区分担　当

×Ｈ１４.８.２Ｈ１４.２.１Ｈ１４.１.１５金山証券１国内関　東
×Ｈ１４.８.２７Ｈ１４.３.１Ｈ１４.１.２２立花証券２

Ｈ１４.７.１５Ｈ１４.５.２４Ｈ１４.４.８いちよし証券３
Ｈ１４.７.２３Ｈ１４.４.１９Ｈ１４.４.１０飯田証券４

○×Ｈ１４.１１.１５Ｈ１４.６.１２Ｈ１４.５.１４藍澤証券５
Ｈ１４.７.１７Ｈ１４.６.７Ｈ１４.５.２８富岡証券６

○Ｈ１４.７.５Ｈ１４.６.７Ｈ１４.６.３ウエストウッド証券７
Ｈ１４.７.５Ｈ１４.６.７Ｈ１４.６.４スターツ証券８

×Ｈ１４.９.２０Ｈ１４.７.２４Ｈ１４.７.１５アイティーエム証券１
Ｈ１４.８.９Ｈ１４.７.１８Ｈ１４.７.１５エーエフジェー・パートナーズ証券２

○Ｈ１４.９.５Ｈ１４.７.１８Ｈ１４.７.１５損保ジャパン・シグナ証券３
Ｈ１４.９.２４Ｈ１４.７.１９Ｈ１４.７.１５東京三菱ティーディーウォーターハウス証券４

○Ｈ１４.１０.２５Ｈ１４.９.２０Ｈ１４.８.２６あさひリテール証券５
×Ｈ１４.１２.２７Ｈ１４.９.１９Ｈ１４.８.２６エイチ・エス証券６
×Ｈ１４.１１.５Ｈ１４.９.１３Ｈ１４.８.２６金十証券７

Ｈ１４.１１.５Ｈ１４.９.１３Ｈ１４.８.２６丸國証券８
×Ｈ１４.１２.１０Ｈ１４.９.２０Ｈ１４.８.２６三木証券９
×Ｈ１４.１２.４Ｈ１４.９.１３Ｈ１４.８.２６明和証券１０

○Ｈ１４.１０.２９Ｈ１４.９.１０Ｈ１４.８.２７宇都宮証券１１
○Ｈ１４.１２.２７Ｈ１４.１０.２９Ｈ１４.１０.８室清証券１２
○Ｈ１４.１１.１５Ｈ１４.１０.２４Ｈ１４.１０.１０大成証券１３

Ｈ１４.１１.１１Ｈ１４.１０.２１Ｈ１４.１０.１５アイ・キャピタル証券１４
×Ｈ１４.１２.１８Ｈ１４.１０.２８Ｈ１４.１０.１５ゲット証券１５

Ｈ１４.１１.１２Ｈ１４.１０.２８Ｈ１４.１０.１５スーパージーク証券１６
Ｈ１４.１１.１８Ｈ１４.１０.２４Ｈ１４.１０.１５トレイダーズ証券１７

×Ｈ１５.３.１１Ｈ１４.１１.２２Ｈ１４.１０.１６丸三証券１８
Ｈ１４.１１.１５Ｈ１４.１０.３０Ｈ１４.１０.２３ジェービィック証券１９

○Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.１.１７Ｈ１４.１１.１２ワールド日栄証券２０
○Ｈ１５.１.２４Ｈ１４.１２.６Ｈ１４.１１.１８中原証券２１

Ｈ１４.１２.２７Ｈ１４.１１.２９Ｈ１４.１１.１８ひまわり証券２２
×Ｈ１５.３.５Ｈ１４.１２.１３Ｈ１４.１１.１９日本グローバル証券２３

Ｈ１５.１.２４Ｈ１４.１２.１７Ｈ１４.１１.２５オリエント証券２４
Ｈ１５.１.８Ｈ１４.１２.１２Ｈ１４.１２.９ファイナンシャルプランナーズ・リンク証券２５

○Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.２.７Ｈ１５.１.２１十字屋証券２６
×Ｈ１５.６.２３Ｈ１５.２.１４Ｈ１５.１.２１リテラ・クレア証券２７
×Ｈ１５.６.２０Ｈ１５.２.７Ｈ１５.１.２１オリックス証券２８

Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.２.７Ｈ１５.１.２７山二証券２９
Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.２.２５Ｈ１５.２.１７コアパシフィック山一証券３０
Ｈ１５.４.２４Ｈ１５.２.２５Ｈ１５.２.１７プルデンシャル・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券３１
Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.２.２８Ｈ１５.２.２４日本ファースト証券３２

○Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.３.２６Ｈ１５.３.５山和証券３３
Ｈ１５.４.１７Ｈ１５.３.２５Ｈ１５.３.６新和証券３４
Ｈ１５.４.１７Ｈ１５.３.２７Ｈ１５.３.１１日興コーディアル証券水戸支店３５
Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.３.２７Ｈ１５.３.１７ブライト証券３６
Ｈ１５.５.２６Ｈ１５.５.７Ｈ１５.４.１４赤木屋証券３７
Ｈ１５.５.３０Ｈ１５.４.２２Ｈ１５.４.１４城南証券３８
Ｈ１５.６.２６Ｈ１５.５.７Ｈ１５.４.１４丸大証券３９

○Ｈ１５.５.３０Ｈ１５.５.１４Ｈ１５.４.１４丸和証券４０
○Ｈ１５.５.３０Ｈ１５.５.７Ｈ１５.４.１４三田証券４１

Ｈ１５.５.１６Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.４.１５臼杵証券４２
Ｈ１５.５.２６Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.４.２１スパークス証券４３
Ｈ１５.６.２５Ｈ１５.６.１３Ｈ１５.５.２６黒川木徳証券４４
Ｈ１５.６.２５Ｈ１５.６.１２Ｈ１５.５.２６新光証券浦和支店４５
Ｈ１５.６.２６Ｈ１５.６.１２Ｈ１５.５.２７野村證券さいたま支店４６

○Ｈ１５.６.２６Ｈ１５.６.１０Ｈ１５.５.２９よこはま証券４７
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同時
検査勧告検査結果

通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人区分担　当

Ｈ１４.８.１Ｈ１４.６.１１Ｈ１４.５.２９北越銀行１登金
Ｈ１５.６.１７Ｈ１５.６.２Ｈ１５.５.２０武蔵野銀行１
Ｈ１５.６.２６Ｈ１５.６.２Ｈ１５.５.２１群馬銀行２

○Ｈ１４.７.１８Ｈ１４.３.２２Ｈ１４.２.２６内藤証券１国内近　畿
○Ｈ１４.８.２３Ｈ１４.６.７Ｈ１４.５.２１永和証券２
○Ｈ１４.８.２７Ｈ１４.６.２８Ｈ１４.５.２１西村証券３
○Ｈ１４.８.６Ｈ１４.７.１９Ｈ１４.７.９篠山証券１
○×Ｈ１４.１２.１２Ｈ１４.９.４Ｈ１４.８.２０金吉証券２

Ｈ１４.９.２７Ｈ１４.８.３０Ｈ１４.８.２０パンタ・レイ証券３
○×Ｈ１５.５.８Ｈ１４.１１.１Ｈ１４.１０.１�木証券４
○Ｈ１５.１.１０Ｈ１４.１０.１８Ｈ１４.１０.１塚本証券５
○Ｈ１５.４.９Ｈ１４.１２.１２Ｈ１４.１１.１９エヌシーエス証券６

Ｈ１５.２.６Ｈ１４.１２.６Ｈ１４.１１.２６奈良証券７
×Ｈ１５.６.４Ｈ１５.２.７Ｈ１５.１.１５光証券８

○Ｈ１５.４.１８Ｈ１５.３.２０Ｈ１５.３.１１西脇証券９
○Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.３.２７Ｈ１５.３.１１三京証券１０

Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.４.３０Ｈ１５.４.１５新光証券難波支店１１
○Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.６.６Ｈ１５.５.２７相生証券１２

Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.６.６Ｈ１５.５.２７ユーエフジェイつばさ証券東大阪支店１３
Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.５.３０Ｈ１５.５.２７関西銀行１登金

×Ｈ１４.１０.３Ｈ１４.６.７Ｈ１４.５.２７三菱証券旭川支店１国内北海道
Ｈ１５.１.７Ｈ１４.１１.１５Ｈ１４.１１.５大和証券釧路支店１
Ｈ１５.４.２Ｈ１５.１.３１Ｈ１５.１.２０日興コーディアル証券旭川支店２
Ｈ１５.５.１４Ｈ１５.４.２４Ｈ１５.４.１４大和証券帯広支店３
Ｈ１５.６.２６Ｈ１５.５.２９Ｈ１５.５.１２新光証券札幌支店４
Ｈ１５.６.２６Ｈ１５.６.１３Ｈ１５.６.１１札幌銀行１登金

○Ｈ１５.８.２８Ｈ１４.６.１４Ｈ１４.５.２３山形証券１国内東　北
Ｈ１４.１１.２０Ｈ１４.１０.１１Ｈ１４.９.３０みずほインベスターズ証券盛岡支店１
Ｈ１５.１.９Ｈ１４.１１.１Ｈ１４.１０.２１新光証券仙台支店２
Ｈ１５.５.２７Ｈ１５.３.２８Ｈ１５.３.１４日興コーディアル証券盛岡支店３

○Ｈ１５.６.２３Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.４.８荘内証券４
Ｈ１５.６.２３Ｈ１５.６.６Ｈ１５.５.２７ユーエフジェイつばさ証券会津支店５
Ｈ１５.２.２５Ｈ１５.１.２４Ｈ１５.１.１５東邦銀行１登金
Ｈ１４.９.２０Ｈ１４.９.６Ｈ１４.８.２７松阪証券１国内東　海
Ｈ１５.５.８Ｈ１４.１０.２５Ｈ１４.９.２５アーク証券２
Ｈ１５.１.２７Ｈ１４.１１.２２Ｈ１４.１１.６新大垣証券３

○Ｈ１５.２.２８Ｈ１４.１２.１３Ｈ１４.１２.３伊勢証券４
○Ｈ１５.６.２５Ｈ１５.２.６Ｈ１５.１.８豊証券５
○Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.３.３１Ｈ１５.３.４丸八証券６
○Ｈ１５.６.１８Ｈ１５.５.２３Ｈ１５.５.７大徳証券７

Ｈ１５.６.３０Ｈ１５.６.１３Ｈ１５.６.３大和証券静岡支店８
Ｈ１５.６.２７Ｈ１５.６.２０Ｈ１５.６.９みずほインベスターズ証券岐阜支店９
Ｈ１５.６.１８Ｈ１５.５.１６Ｈ１５.５.１２駿河銀行１登金
Ｈ１４.７.１５Ｈ１４.６.１２Ｈ１４.５.２８大和証券金沢支店１国内北　陸
Ｈ１４.１２.１９Ｈ１４.１０.２３Ｈ１４.１０.１０荒町証券１
Ｈ１５.２.２０Ｈ１４.１２.６Ｈ１４.１１.２０今村証券２
Ｈ１５.３.１１Ｈ１５.１.２９Ｈ１５.１.１５新光証券富山支店３
Ｈ１５.５.２３Ｈ１５.３.２６Ｈ１５.３.１２大和証券高岡支店４
Ｈ１５.６.１８Ｈ１５.４.１８Ｈ１５.４.８新林証券５
Ｈ１４.１２.２４Ｈ１４.１１.８Ｈ１４.１０.３０北國銀行１登金
Ｈ１４.１２.２４Ｈ１４.１０.２５Ｈ１４.１０.８新光証券福山支店１国内中　国
Ｈ１５.１.１４Ｈ１４.１１.２２Ｈ１４.１１.１１東海東京証券広島支店２

○Ｈ１５.３.２７Ｈ１４.１２.２０Ｈ１４.１２.３北田証券３
Ｈ１５.３.１３Ｈ１５.１.２９Ｈ１５.１.１６大和証券下関支店４
Ｈ１５.５.３０Ｈ１５.４.２４Ｈ１５.４.１１広島銀行１登金



（注１）斜字体数字は、平成１３検査事務年度に検査を実施した法人である。
（注２）勧告欄の×は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対する勧告を行ったものである。
（注３）同時検査欄の○は、財務局等理財部（財務部検査課）との同時検査を行ったもので

ある。

－173－

同時
検査勧告検査結果

通　知　日臨店終了日検査着手日被　検　査　法　人区分担　当

○Ｈ１４.７.２Ｈ１４.６.１１Ｈ１４.５.２２三豊証券１国内四　国
×Ｈ１５.２.７Ｈ１４.１１.１４Ｈ１４.１０.２５三菱証券高知支店１

○Ｈ１５.１.２４Ｈ１４.１２.１２Ｈ１４.１１.２５阿波証券２
○Ｈ１５.５.１３Ｈ１５.４.４Ｈ１５.３.３香川証券３

×Ｈ１５.６.１９Ｈ１５.５.９Ｈ１５.４.１６東海東京証券松山支店４
Ｈ１４.１０.２２Ｈ１４.１０.９Ｈ１４.１０.１愛媛銀行１登金
Ｈ１４.９.１９Ｈ１４.６.２０Ｈ１４.５.２７大和証券鹿児島支店１国内九　州
Ｈ１５.１.２４Ｈ１４.１１.８Ｈ１４.９.３０ユーエフジェイつばさ証券鹿児島支店１
Ｈ１５.４.１６Ｈ１５.２.２１Ｈ１５.２.３東海東京証券宮崎支店２
Ｈ１５.５.２９Ｈ１５.５.１６Ｈ１５.４.１４岡三証券熊本支店３
Ｈ１５.６.３０Ｈ１５.６.１３Ｈ１５.６.２日興コーディアル証券大分支店４
Ｈ１５.２.２８Ｈ１５.１.１７Ｈ１５.１.１４熊本ファミリー銀行１登金

○Ｈ１５.１.７Ｈ１４.１１.１４Ｈ１４.１０.１５前田証券１国内福　岡
Ｈ１５.２.２５Ｈ１５.１.２４Ｈ１５.１.８大和証券久留米支店２
Ｈ１５.４.２５Ｈ１５.４.１６Ｈ１５.４.３新光証券佐世保支店３

○Ｈ１５.５.６Ｈ１５.３.１３Ｈ１５.２.２６飯塚中川証券４
Ｈ１５.６.１６Ｈ１５.５.２１Ｈ１５.５.８日興コーディアル証券長崎支店５
Ｈ１５.３.２６Ｈ１５.２.１３Ｈ１５.１.３０福岡銀行１登金
Ｈ１５.４.１８Ｈ１５.３.２０Ｈ１５.３.５沖縄証券１国内沖　縄



２－３　勧告実施状況

１　勧告実施件数一覧表

（単位：件）
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１４年７月

～

１５年６月

１３年７月

～

１４年６月

１２年７月

～

１３年６月

１１年７月

～

１２年６月

１０年７月

～

１１年６月

　 区　 　 分　

３０２６３４３７３６勧 告 件 数

３０２５３３３７３４
検 査 結 果 に

基 づ く 勧 告

１１　６１１１２　４
監視委員会の行った

検査に基づく勧告

１９１９２２２５３０
財務局長等の行った

検査に基づく勧告

　１　１　２
犯 則 事 件 の 調 査

に 基 づ く 勧 告



２　勧告件数（法令違反等の内容別）

（単位：件） 
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合　計
１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月

１２年７月
～

１３年６月

１１年７月
～

１２年６月

１０年７月
～

１１年６月
勧告対象の別法令違反等の内容

　３　１　１　１会社及び役職員

向い呑み及び呑み行為 　１　１会社のみ

役職員のみ

　３　２　１会社及び役職員
取引報告書の不交付又は
虚偽記載 　３　１　１　１会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員法人関係情報に係る不公正取
引の防止上不十分な有価証券
の売買に関する管理の状況

　３　１　１　１会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員
断定的判断を提供して勧
誘する行為 会社のみ

　１　１役職員のみ

　７　２　２　２　１会社及び役職員
取引一任勘定取引契約の
締結 　２　１　１会社のみ

６７１２１３１１１４１７役職員のみ

会社及び役職員委託注文に優先する自己
の計算による有価証券の
売買をする行為

　１　１会社のみ

役職員のみ

　４　３　１会社及び役職員有価証券の売買に関する虚
偽表示又は重要な事項につ
いて誤解を生ぜしめる行為

　９　１　３　５会社のみ

　４　１　１　１　１役職員のみ

　５　１　２　２会社及び役職員
特別の利益を提供するこ
とを約して勧誘する行為 　８　２　４　２会社のみ

役職員のみ

１６　４　２　２　４　４会社及び役職員

作為的相場形成 　３　２　１会社のみ

　６　１　２　３役職員のみ

会社及び役職員

投機的利益追求 会社のみ

３８　７　８　５　４１４役職員のみ

会社及び役職員
安定操作期間中による買
付け 会社のみ

役職員のみ

　７　１　４　２会社及び役職員

損失補てん等 　１　１会社のみ

　７　２　１　１　３役職員のみ

会社及び役職員通常の取引条件と著しく
異なる条件での親法人等
との取引

　２　２会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員
引受有価証券の親法人等
への売却を行う行為 　１　１会社のみ

役職員のみ

　１　１会社及び役職員
親法人等との非公開情報
の授受 会社のみ

役職員のみ



（注）１　１件の勧告で複数の法令違反等の指摘を行う場合があるため、勧告件数とは一致しない。

　　　２　上記のほかに、内部管理上の問題として勧告を行っている。 
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合　計
１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月

１２年７月
～

１３年６月

１１年７月
～

１２年６月

１０年７月
～

１１年６月
勧告対象の別法令違反等の内容

　１　１会社及び役職員有価証券を売却する場合
における引受人の信用供
与

会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員
外務員の職務に関する著
しく不適当な行為 会社のみ

　１０　２　１　３　２　２役職員のみ

　１　１会社及び役職員
有価証券の募集のため偽
計を用いる行為 会社のみ

役職員のみ

　１　１会社及び役職員
政令の定めるところに違
反した空売り 　８　２　３　３会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員

インサイダー取引 会社のみ

　２　１　１役職員のみ

　１　１会社及び役職員
一定の配当等の表示を行
う行為 会社のみ

役職員のみ

　１　１会社及び役職員

報告徴取に対する虚偽報告 会社のみ

役職員のみ

　１　１会社及び役職員

検査を忌避する行為 会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員調達資金が親法人への弁
済に充てられることの不
告知

　１　１会社のみ

役職員のみ

会社及び役職員なりすましの疑義のある
取引について本人確認を
行わない行為

　１　１会社のみ

役職員のみ

　５２　７　６１３１８　８会社及び役職員

合　　　　計 　４４　７　６１４１２　５会社のみ

１３５２２２５２３２６３９役職員のみ



３　勧告事案の概要一覧表

　（凡例）　◎印は、会社及び役職員が勧告の対象となったもの。
　　　　　　○印は、会社が勧告の対象となったもの。
　　　　　　・印は、役職員が勧告の対象となったもの。
　　　　　　区分欄中段の（検査）とは、検査結果に基づき勧告を行ったもの。（調査）と

は、犯則事件の調査結果に基づき勧告を行ったもの。
　　　　　　区分欄下段の表示は、検査を実施した財務局等の略称（表示のないものは、監

視委員会の検査）。

（平成１４年７月～１５年６月）
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行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止５週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　岡三証券㈱の名古屋支店営業部付証券投資相
談員は、平成12年12月７日から平成13年10月３
日にかけて、複数の顧客との間で、株券の売買
の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を
得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部
について定めることができることを内容とする
契約をそれぞれ締結した上で、平成12年12月８
日から平成14年４月５日までの間、取引を受託、
執行した（売買回数93回、売買株数約９万株）。

１４．７．１１
（検査）

１

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止６週間

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　金山証券㈱の営業第一部長は、平成10年11月
10日から平成14年１月31日までの間、顧客の口
座を使用して、自己の計算に基づく株券の売買
を多数回にわたり行った（売買回数266回、売買
株数約126万株）。

１４．８．２
（検査）
関東

２

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止２週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

１．立花証券㈱の本店投資相談部歩合外務員
は、平成13年５月22日、顧客との間で、株券
の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごと
の同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び
価格の全部について定めることができること
を内容とする契約を締結した上で、平成13年
５月29日から平成14年１月16日までの間、取
引を受託、執行した（売買回数202回、売買株
数約65万株）。

１４．８．２７
（検査）
関東

３
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行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止４週間

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止13週間
※　下記本店第三営
業部専任課長と同
一人物で、処分内容
は下記分を含む。

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止13週間
※　上記本店第三営
業部専任課長と同
一人物で、処分内容
は上記分を含む。

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止37週間

２．横浜支店長は、平成10年７月23日から平成
13年７月２日にかけて、顧客との間で、株券
の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごと
の同意を得ないで、数及び価格について定め
ることができることを内容とする契約を多数
回にわたり締結した上で、同期間、取引を受
託、執行した（売買回数292回、売買株数約
1,125万株）。

３．本店第三営業部専任課長は、平成11年12月
３日から平成14年１月18日にかけて、複数の
顧客との間で、株券の売買の受託につき、顧
客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格、
又は数及び価格について定めることができる
ことを内容とする契約を多数回にわたり締結
した上で、同期間、取引を受託、執行した
（売買回数579回、売買株数約126万株）。

　　　　
・　実勢を反映しない作為的相場が形成される
こととなることを知りながら一連の有価証券
の売買取引の受託をする行為

　本店第三営業部専任課長は、平成12年11月９
日及び11月10日、複数の顧客が、保有する特定
の上場銘柄の株券について、その売買益の実現
を図るため、一連の成行又は高い指値の買付注
文及び売付注文を連続して発注する方法によ
り、この銘柄の株価を引き上げることを知りな
がら、一連の売買注文を受託、執行した。

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　本店資産運用部専任部長は、平成３年６月13
日から平成13年12月10日までの間、複数の顧客
の口座を使用して、自己の計算に基づく株券の
売買を多数回にわたり行った（売買回数3,915
回、売買株数約1,822万株）。

３
つづき
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行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務改善命令
・業務停止処分
相当であるこ
とを踏まえ、
責任の所在の
明確化
・法令違反の根
絶に向け、内
部管理体制の
充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止のた
めの具体的な
計画の策定
・上記について
対応状況を書
面で報告

○　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引

　バンクオブアメリカ・セキュリティーズ・ジャ
パン・インク東京支店株式金融商品本部トレー
ディング部長等は、その業務に関し、特定の上
場銘柄の株券を対象とするＥＢ（他社株券償還
特約付社債券）について、対象銘柄の株価の水
準により現金償還となるか株券償還となるかの
償還条件が判定される日である平成13年12月５
日の14時59分から大引けにかけて、当社の親法
人が、ＥＢが株券償還となる場合に備えて保有
していた対象銘柄の株券の保有リスクを回避さ
せるために、対象銘柄の株価の終値を、ＥＢが
株券償還となる償還条件判定価格（175円）未満
の価格とすることを意図して、引け条件を付し
た償還条件判定価格より低い指値（174円）の一
連の大量の売付注文を発注することにより、こ
の大量の売付注文がすべて約定しない限り、対
象銘柄の株価の終値が償還条件判定価格以上と
はならない状況を作り出した。
　なお、この結果、対象銘柄の株価の終値は、
償還条件判定価格を下回ることとなり、当社の
親法人は対象銘柄の株券の保有リスクを免れる
こととなった。

（注１）本件は、上記の売付注文自体が約定成
立しなかったものであるが、未約定の場
合においても上記法令で規定する「売買
取引」に該当するものである。

（注２）東京支店株式金融商品本部トレーディ
ング部長については、既に外務員登録が
抹消されていたため、個人に対する処分
は求めていない。

１４．９．１０
（検査）

４

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止４週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　アイティーエム証券㈱の取締役営業部長は、
平成12年６月８日から平成14年７月24日にかけ
て、複数の顧客との間で、株券の売買の受託に
つき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、
価格について定めることができることを内容と
する契約を多数回にわたり締結した上で、同期
間、取引を受託、執行した（売買回数224回、売
買株数約414万株）。

１４．９．２０
（検査）
関東

５



－180－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止３週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　三菱証券㈱の旭川支店貯蓄相談課営業員は、
平成11年４月14日から平成12年９月21日にかけ
て、多数の顧客との間で、株券の売買の受託に
つき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、
売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれら
の一部について定めることができることを内容
とする契約を多数回にわたり締結した上で、平
成11年４月15日から平成12年10月６日までの
間、取引を受託、執行した（売買回数332回、売
買株数約９万株）。

１４．１０．３
（検査）
北海道

６

役職員(外務員)に対す
る処分
　　職務停止25週間

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　金十証券㈱の本店営業部歩合外務員は、平成
10年３月４日から平成14年９月４日までの間、
顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株
券の売買を多数回にわたり行った (売買回数
1,586 回、売買株数約217万株）。

１４．１１．５
（検査）
関東

７

会社に対する処分
　業務停止命令
　・大井支店及び三島
支店の株券の売
買に係る受託業
務の停止２日

　業務改善命令
・内部管理体制
の抜本的な見
直し、責任の
所在の明確化
・法令違反の根
絶に向けた再
発防止策を策
定し、役職員
に周知徹底す
る方策を講じ
る

◎　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

１．藍澤證券㈱の大井支店歩合外務員は、その
業務に関し、平成10年１月20日及び平成11年
11月１日、複数の顧客との間で、株券の売買
の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意
を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の
全部について定めることができることを内容
とする契約を締結した上で、平成10年１月20
日から平成14年４月19日までの間、取引を受
託、執行した (売買回数832回、売買株数約626
万株）。

２．三島支店歩合外務員は、その業務に関し、
平成13年12月17日、顧客との間で、株券の売
買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同
意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格
の全部について定めることができることを内
容とする契約を締結した上で、平成13年12月
18日から平成14年５月27日までの間、取引を
受託、執行した (売買回数105回、売買株数約
８万株）。

１４．１１．１５
（検査）
関東

８



－181－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

・全役職員に対
する法令遵守
の徹底に係る
研 修 を 実 施
し、その内容
と結果を報告
・社内検査の充
実・強化を図
り、定期的に
検査結果を報
告

役職員（外務員）に対
する処分
　・大井支店歩合外
務員

　　職務停止９週間
　・三島支店歩合外
務員

　　職務停止４週間

役職員(外務員)に対す
る処分
　・水戸支店歩合外
務員

　　職務停止22週間

３．上記使用人２名のほか使用人１名が、その
業務に関し、取引一任勘定取引の契約の締結
をしているのが認められたが、同社では、取
引一任勘定取引の契約の締結行為は過去の検
査においても指摘されている。

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　水戸支店歩合外務員は、平成８年７月10日か
ら平成14年２月４日までの間、顧客の口座を使
用して、自己の計算に基づく株券の売買を多数
回にわたり行った (売買回数4,558回、売買株数
約688万株）。

８
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
　・東京支店の自己
の計算による株
券の売買業務の
停止10日

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・上記について
対応状況を書
面で報告

○　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引

　ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティー
ズ・ジャパン・リミテッド東京支店株式派生商
品部トレーダーは、その業務に関し、特定の上
場銘柄の株券を対象とするＥＢ（他社株券償還
特約付社債券）について、対象銘柄の株価の水
準により現金償還となるか株券償還となるかの
償還条件が判定される日である平成13年５月17
日の大引け間際に、当社が、ＥＢが株券償還と
なる場合に備えて保有していた対象銘柄の株券
の保有リスクを回避するために、対象銘柄の株
価の終値をＥＢが株券償還となる価格（719 円
未満の価格）とすることを意図して、指値718円
の大量の売付注文を発注し、株価を直近約定価
格719円から718円に下落させ、更にこの大量の
売付注文が全て約定しない限り、対象銘柄の株
価の終値が719円以上とはならない状況を作り
出した。

１４．１１．２９
（検査）

９



－182－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

　なお、この結果、対象銘柄の株価の終値は718
円となり、ＥＢの株券償還が決定し、当社は、
対象銘柄の株券の保有リスクを免れることと
なった。
（注）本件は、発注した１回の売付注文が複数
に分かれて約定したものであるが、１回の
注文の場合であっても上記法令で規定する
「一連の有価証券の売買取引」に該当する
ものである。

９
つづき

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止３週間

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　明和證券㈱の本店営業部営業課歩合外務員
は、平成13年５月16日から平成14年８月16日ま
での間、顧客の口座を使用して、自己の計算に
基づく株券の売買を多数回にわたり行った (売
買回数45回、売買株数約34万株）。

１４．１２．４
（検査）
関東

１０

会社に対する処分
　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
責任の所在の
明確化
・法令違反の根
絶に向けた再
発防止策を策
定し、役職員
に周知徹底す
る方策を講ず
る
・全役職員に対
する法令遵守
意識の徹底に
係る研修を実
施し、その内
容と結果を報
告
・社内検査の充
実・強化を図
り、定期的に
検査結果を報
告

○　有価証券の売買その他の取引に関し、重要
な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をす
る行為

　三木証券㈱は、平成12年６月から10月にかけ
て、複数の銘柄のＥＢ（他社株券償還特約付社
債券）の売出期間経過後における販売に際し、
ＥＢの対象となる株券の株価の下落に伴いＥＢ
の時価が下落している状況において、多数の顧
客に対し、この時価を反映した適正な取引価格
ではなく、適正な取引価格よりも高い売出価格
と同値の取引価格を提示することにより、提示
した価格が適正な取引価格であるという誤解を
させるような表示を行った。

１４．１２．１０
（検査）
関東

１１



－183－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止２週間

・  取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　金吉証券㈱の本店第二営業部歩合外務員は、
平成13年９月18日頃、顧客との間で、株券の売
買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意
を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全
部について定めることができることを内容とす
る契約を締結した上で、平成13年９月28日から
平成14年４月８日までの間、取引を受託、執行
した（売買回数140回、売買株数約15万株）。

１４．１２．１２
（検査）
近畿

１２

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止３週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　ゲット證券㈱の営業第三部付部長は、平成13
年11月７日から平成14年８月28日にかけて、複
数の顧客との間で、株券の売買の受託につき、
顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買
の別、銘柄、数及び価格の全部について定める
ことができることを内容とする契約をそれぞれ
締結した上で、平成13年11月９日から平成14年
10月17日までの間、取引を受託、執行した （売
買回数187回、売買株数約40万株）。

１４．１２．１８
（検査）
関東

１３

会社に対する処分
　業務停止命令
　・東京支店デット・
マーケッツ部の
すべての業務の
停止３日

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・上記について
対応状況を書
面で報告

○　特別の利益を提供することを約して勧誘す
る行為

　アイエヌジー・セキュリティーズ・ジャパン・
リミテッドは、平成10年１月、特定の法人顧客
に対し、この顧客の保有するほとんど無価値の
償還期日直前の債券について、専ら顧客に生ず
る損失を先送りすることを目的として、損失を
転嫁する新たな債券を取得させるとともに、新
たな債券の発行等に伴い発生する費用を別の債
券を取得させることで負担させるスキームを提
示し、顧客の損失を表面化させないことを可能
にすることを約束して、新たな債券の取得の勧
誘を行った。

１４．１２．１９
（検査）

１４



－184－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止２週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　エイチ・エス証券㈱の日本橋支店営業部次長
は、平成14年４月30日から５月16日にかけて、
顧客との間で、株券の売買の受託につき、顧客
の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、
銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部につ
いて定めることができることを内容とする契約
を多数回にわたり締結した上で、平成14年５月
１日から９月10日までの間、取引を受託、執行
した（売買回数206回、売買株数約106万株）。

１４．１２．２７
（検査）
関東

１５

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止３週間

・　取引一任勘定取引の契約の締結及び外務員
の職務に関する著しく不適当な行為

　三菱証券㈱の高知支店資産運用課課長代理
は、平成11年10月15日から平成12年８月７日に
かけて、複数の顧客との間で、
１．株券及び債券の売買の受託につき、顧客の
個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、
銘柄、数及び価格の全部について定めること
ができることを内容とする契約を締結した上
で、平成11年10月18日から平成13年３月５日
までの間、取引を受託、執行した（売買回数 
182回、売買株数約20万株ほか）。

２．募集に係る株券の取得の申込み及び投資信
託の受益証券の取引の受託につき、顧客の個
別の取引ごとの同意を得ないで、取得の申込
み又は解約の別、銘柄及び数の全部について
定めることができることを内容とする契約を
締結した上で、平成11年10月22日から平成13
年１月19日までの間、取引を受託、執行した
（売買回数35回､ 売買数量２千株ほか）。

１５．２．７
（検査）
四国

１６



－185－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務停止命令
　・東京支店の自己
の計算による株
券の売買業務の
停止10日

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・上記について
対応状況を書
面で報告

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止８週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引

　ジェー・ピー・モルガン・セキュリティー
ズ・アジア・プライベート・リミテッド東京支
店エクイティデリバティブズ・アジア太平洋ト
レーディング部ジャパン・シングルストックス・
デスク（現、日本株式トレーディング本部デリ
バティブ・シングルストックス部）トレーダー
は、その業務に関し、特定の上場銘柄の株券を
対象とするＥＢ（他社株券償還特約付社債券）
について、対象銘柄の株価の水準により現金償
還となるか株券償還となるかの償還条件が判定
される日である平成13年１月16日の14時58分か
ら大引けにかけて、当社の関係会社が、ＥＢが
株券償還となる場合に備えて保有していた対象
銘柄の株券の保有リスクを回避するために、対
象銘柄の株価の終値をＥＢが株券償還となる価
格（797円未満の価格）とすることを意図して、指
値796円及び795円の大量の売付注文を発注し、
株価を直近約定価格の800円から795円まで下落
させ、更にこの大量の一連の売付注文がすべて
約定しない限り、対象銘柄の株価の終値が797円
以上とはならない状況を作り出した。
　なお、この結果、対象銘柄の株価の終値は795
円となり、ＥＢの株券償還が決定した。

１５．２．２５
（検査）

１７

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止９週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

１．日本グローバル証券㈱の国分寺支店投資ア
ドバイス課営業員は、平成13年３月22日、顧
客との間で、株券の売買の受託につき、顧客
の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の
別、銘柄、数及び価格の全部について定める
ことができることを内容とする契約を締結し
た上で、平成13年３月22日から平成14年７月
８日までの間、取引を受託、執行した（売買
回数 312回、売買株数約７万株）。 

１５．３．５
（検査）
関東

１８



－186－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止３週間

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止２週間

２．国分寺支店投資アドバイス課長は、平成13
年10月２日、顧客との間で、株券の売買の受
託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得
ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部
について定めることができることを内容とす
る契約を締結した上で、平成13年10月２日か
ら平成14年３月11日までの間、取引を受託、
執行した（売買回数120回、売買株数約26万
株）。

３．本店営業部第三投資アドバイス課長は、平成
13年10月11日、顧客との間で、株券の売買の
受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を
得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全
部について定めることができることを内容と
する契約を締結した上で、平成13年10月11日
から平成14年６月５日までの間、取引を受託、
執行した（売買回数59回、売買株数約２万株）。

１８
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
　・東京支店の自己の
計算による株券
の売買業務の停
止20日

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・上記について
対応状況を書
面で報告

役職員（外務員）に対
する処分  
　・プログラム・ト
レーディングデ
スク　マネージ
ン グ デ ィ レ ク
ター

　　職務停止16週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引

　日興ソロモン・スミス・バーニー・リミテッ
ドは、特定の法人顧客との間で、この顧客が保
有する多数の上場銘柄の大量の株券を買い付
け、この買入株券をもとにＥＴＦ（株価指数連
動型投資信託）を組成する契約を締結していた
が、この契約では、買入株券に係る顧客への支
払金額については、ＥＴＦ組成に不足する株券
の総額を特定の日における東京証券取引所の各
銘柄の終値により計算し、これをＥＴＦの総額
から控除する方法で決定する旨定められてい
た。
　平成14年７月18日、同証券エクイティ本部プ
ログラム・トレーディングデスク　マネージン
グディレクターは、その業務に関し、多数の不
足株券の買付けに際して、上記契約において、
不足銘柄の特定の日の東京証券取引所における
終値が同証券の平均買付単価を上回るほど同証
券に利益が発生することとなっている中で、当
日の東京証券取引所の終値を引き上げる目的
で、
１．複数の銘柄について、14時59分頃から大引
けにかけて、約定により価格の上昇がほぼ確
実と予想されるような著しく過大な数量の株
券を、成行及び引け条件を付した成行で東京
証券取引所へ買付発注し、

１５．３．７
（検査）

１９



－187－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

２．主たる取引所が大阪証券取引所である複数
の銘柄については、14時56分頃から大引けに
かけて、海外関係会社の口座を使用して小口
の成行の買付注文を連続して東京証券取引所
に発注するとともに、大阪証券取引所での直
近約定価格に一定割合を上乗せした指値の買
付注文を、上乗せ率を大引けにかけて徐々に
引き上げながら連続して東京証券取引所に発
注し、

それぞれの銘柄について東京証券取引所の終値
を引き上げた。

１９
つづき

会社に対する処分
　業務停止命令
　・新宿及び高津支
店の株券の売買
に係る受託業務
の停止４日間

　・秩父支店の株券
の売買に係る受
託業務の停止２
日間

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
責任の所在の
明確化
・法令違反行為
の根絶に向け
た再発防止策
を策定し、役
職員に周知徹
底する方策を
講ずる
・役職員に対す
る法令遵守意
識の徹底に係
る研修を実施
し、その内容
と結果を報告
・社内検査の充
実・強化を図
り、検査結果
を報告

◎　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

１．丸三証券㈱福生支店長は、その業務に関し、
平成12年12月13日及び平成14年４月26日、複
数の顧客との間で、株券の売買の受託につき、
顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売
買の別、銘柄、数及び価格の全部について定
めることができることを内容とする契約を締
結した上で、平成13年１月５日から平成14年
10月29日までの間、取引を受託、執行した(売
買回数254回、売買株数約46万株）。

２．高津支店長は、その業務に関し、平成13年
10月12日から平成14年７月12日にかけて、顧
客との間で、株券の売買の受託につき、顧客
の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の
別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一
部について定めることができることを内容と
する契約を締結した上で、平成13年10月12日
から平成14年７月12日までの間、取引を受託、
執行した（売買回数57回、売買株数約６万株）。
３．秩父支店歩合外務員は、その業務に関し、
平成13年12月17日、顧客との間で、株券の売
買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同
意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格
の全部について定めることができることを内
容とする契約を締結した上で、平成13年12月
17日から平成14年11月７日までの間、取引を
受託、執行した（売買回数48回、売買株数約
14万株）。

１５．３．１１
（検査）
関東

２０



－188－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員(外務員)に対す
る処分 
　・福生支店長
　　職務停止４週間
　・高津支店長
　　職務停止３週間
　・秩父支店歩合外
務員

　　職務停止２週間

役職員（外務員）に対
する処分
　・千葉支店営業課
主任

　　職務停止４週間

４．上記使用人３名のほか使用人11名が、その
業務に関し、取引一任勘定取引の契約の締結
をしており、証券会社が行ったこれらの契約
の締結行為は、上記法令違反に該当する。

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　千葉支店営業課主任は、平成13年３月９日か
ら平成14年10月１日までの間、顧客の口座を使
用し、専ら投機的利益の追求を目的として、自
己の計算に基づく株券の売買を多数回にわたり
行った（売買回数107回、売買株数約２万株）。

２０
つづき

会社に対する処分
　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・親法人等との
関係における
適正な業務運
営の確保に向
けた具体的対
応方法の策定

○　有価証券の発行による調達資金が親法人等
への弁済に充てられることの不告知

　農中証券㈱は、平成12年11月から平成14年12
月にかけて、同社の親法人に借入金を有してい
る者が発行する有価証券の引受人となる際、こ
の有価証券の発行に係る手取金が借入金の返済
に充てられる蓋然性が極めて高いことを知りな
がら、その事情を顧客に告げることなく有価証
券の売却を行った。

（注）本件は、調達資金が親法人に対する弁済
に充てられる蓋然性が極めて高いことを
知っていたなどの状況から、上記法令で規
定する「知りながら」に該当するものであ
る。

１５．３．１４
（検査）

２１



－189－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

会社に対する処分
・本件違反行為
の是正
・責任の所在の
明確化
・役職員の法令
遵守意識の徹
底
・本人確認の徹
底を含む顧客
管理体制の構
築
・顧客管理規程
等の内部管理
規則の総点検
・上記について
対応状況を書
面で報告

○　なりすましの疑義のある取引についての本
人確認義務違反

　カブドットコム証券㈱は、携帯電話番号等に
よる顧客口座の名寄せを行った結果、携帯電話
番号等が同一でありながら姓や住居が異なる多
数のインターネット取引専用口座を把握してい
たが、平成15年１月６日以降、これら多数の口
座のうち、複数の顧客からの株券の委託注文の
受託に際し、注文の発注者が取引の名義人にな
りすましている疑いがあるにもかかわらず、本
人確認を行わないまま、注文を受託、執行した。
　なお、これら疑いのある取引を行っていた口
座について、仮名取引等の確認を行ったところ、
�　仮名取引が行われていた口座が１口座、
�　顧客に全く連絡が取れず、本人確認が行え
ない状況にあり、取引の相手方が取引の名義
人になりすましている疑いの強い口座が３口
座、

の合計４口座認められた。

１５．３．２８
（検査）

２２

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止２週間

・　外務員の職務に関する著しく不適当な行為

　�木証券㈱の本店投資営業部歩合外務員は、
平成13年９月から平成14年８月にかけて、複数
の顧客との間で、投資信託の受益証券の取引の
受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得
ないで、売買の別に相当する取引の別、銘柄及
び数の全部について定めることができることを
内容とする契約を締結した上で、平成13年９月
13日から平成14年９月24日までの間、取引を受
託、執行した（売買回数76回、売買数量約11万
口）。

１５．５．８
（検査）
近畿

２３

役職員（外務員）に対
する処分
　　未　　定 

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　光証券㈱の本店営業第一部付課長は、平成14
年９月19日及び10月25日、複数の顧客との間で、
株券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ご
との同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び
価格の全部について定めることができることを
内容とする契約を締結した上で、平成14年９月
19日から平成15年２月６日までの間、取引を受
託、執行した（売買回数83回、売買株数28万株）。

１５．６．４
（検査）
近畿

２４



－190－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

役職員（外務員）に対
する処分
　　未　　定 

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　東海東京証券㈱の松山支店投資アドバイザー
は、平成11年10月18日、顧客との間で、株券の
売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同
意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の
全部について定めることができることを内容と
する契約を締結した上で、平成11年10月18日か
ら平成15年１月17日までの間、取引を受託、執
行した（売買回数898回、売買株数457万株）。

１５．６．１９
（検査）
四国

２５

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止２週間

・　取引一任勘定取引の契約を締結する行為

　オリックス証券㈱の本店投資運用部歩合外務
員は、平成13年８月16日、顧客との間で、株券
の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの
同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格
の全部について定めることができることを内容
とする契約を締結した上で、平成13年８月17日
から平成14年４月19日までの間、取引を受託、
執行した（売買回数63回、売買株数31万株）。

１５．６．２０
（検査）
関東

２６

会社に対する処分
　業務停止命令
　・自己の計算によ
る株券の売買業
務の停止10日間

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底及
び責任の所在
の明確化
・売買管理体制
の抜本的な見
直し・具体策
の策定及び再
発防止策の策
定・徹底

役職員（外務員）に対
する処分
　　職務停止８週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引

　東海東京証券㈱のエクイティディーリング部
マネージャーは、平成14年６月から平成15年３
月にかけて、その業務に関し、多数の上場銘柄
の株券について、自己の買付注文又は売付注文
が約定した後に、他の市場参加者からの買付注
文又は売付注文を誘うことにより、これらの銘
柄の株価を自己に有利に動かすこと（買付注文
を約定させている場合には株価を上昇させるこ
と、売付注文を約定させている場合には株価を
下落させること）を意図して、約定させる意思
のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注
文を行った。
　なお、その後にこれらの銘柄の株価が上昇し
又は下落した後にエクイティディーリング部マ
ネージャーは、当初に買い付け又は売り付けた
注文の反対売買となる売付注文又は買付注文を
行い、これが自己に有利な価格で約定すると、
直ちに上記注文の取り消しを行っている。

１５．６．２３
（検査）

２７



－191－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務停止命令
　・自己の計算による
株券の売買業務
の停止10日間

　業務改善命令
・法令違反の根
絶に向けた内
部管理体制の
充実・強化を
図るとともに
責任の所在の
明確化を図る
・売買管理体制
の抜本的な見
直し等「再発
防止策」を策
定するととも
に、役職員に
周知徹底する
・法令遵守意識
の徹底を図る
ための全役職
員に対する研
修の実施

役職員（外務員）に対
する処分
・ディーリング部
ディーラーＡ

　　職務停止９週間
・ディーリング部
ディーラーＢ

　　職務停止８週間
・ディーリング部
ディーラーＣ

　　職務停止８週間
・ディーリング部
ディーラーＤ

　　職務停止８週間
・大阪支店投資営業
部歩合外務員

　　職務停止６週間

◎　実勢を反映しない作為的相場を形成させる
べき一連の有価証券の売買取引

　リテラ・クレア証券㈱のディーリング部
ディーラー４名は、平成15年１月、その業務に
関し、多数の上場銘柄の株券について、自己の
買付注文又は売付注文が約定した後に、他の市
場参加者からの買付注文又は売付注文を誘うこ
とにより、これらの銘柄の株価を自己に有利に
動かすこと（買付注文を約定させている場合に
は株価を上昇させること、売付注文を約定させ
ている場合には株価を下落させること）を意図
して、約定させる意思のない大量の一連の指値
の買付注文又は売付注文を行った。
　なお、その後にこれらの銘柄の株価が上昇し
又は下落した後に、ディーリング部ディーラー
は、当初に買い付け又は売り付けた注文の反対
売買となる売付注文又は買付注文を行い、これ
が自己に有利な価格で約定すると、直ちに上記
注文の取り消しを行っている。

・　証券会社の使用人による投機的利益の追求
を目的とした有価証券の売買

　大阪支店投資営業部歩合外務員は、平成９年
５月７日から平成15年１月24日までの間、顧客
の口座を使用し、専ら投機的利益の追求を目的
として、自己の計算に基づく株券の売買を多数
回にわたり行った。

１５．６．２３
（検査）
関東

２８



－192－

行政処分等の内容勧告の対象となった法令違反等の内容
勧告実施
年　月　日
（区分）

一連
番号

会社に対する処分
　業務停止命令
　・東京支店の株券
の売買の受託業
務の停止２日間

　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・上記について
対応状況を書
面で報告

○　特別の利益を提供することを約して勧誘す
る行為

　クレディ アグリコル インドスエズ セキュリ
ティズ（ジャパン）リミテッドは、平成14年３
月19日、特定の法人顧客に対し、取引の継続の
見返りとして、既に発生していた顧客の責に帰
すべき事由により生じた株券の委託売付注文の
受渡未済費用（いわゆるフェイルコスト）に係
る債権を放棄することを約束して、有価証券の
取引の勧誘を行った。

１５．６．２４
（検査）

２９

会社に対する処分
　業務改善命令
・内部管理体制
の充実・強化、
役職員の法令
遵守の徹底、
再発防止策の
策定及び責任
の所在の明確
化
・親法人等との
関係における
適正な業務運
営の確保に向
けた具体的対
応方法の策定

役職員（外務員）に対
する処分
　・代表取締役社長
　　職務停止６週間
　・常務取締役
　　職務停止４週間
　・債券営業部長
　　職務停止３週間

◎　顧客に関する非公開情報を親法人等から受
領し、又は親法人等に提供する行為

　しんきん証券㈱代表取締役社長は、平成13年
６月、その業務に関し、親法人の役職員が職務
上知り得た特別の情報である顧客の財務状況の
資料を親法人から受領するよう社内に指示し、
同年７月以降毎月、顧客の同意を得ないまま、
これを親法人から受領した。また、常務取締役
及び債券営業部長は、平成15年５月、その業務
に関し、顧客の同意を得ないまま、顧客の有価
証券の売買に係る注文の動向を親法人に提供し
た。

１５．６．３０
（検査）
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・バンクオブアメリカ･セキュリティーズ・ジャパン・インクに係る勧告

資料 ������������ （勧告事案の概要一覧表　一連番号４）

１．本件ＥＢの仕組み 
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２．本件ＥＢの概要

　対象株式：α社株式
　発　行　者：海外の金融機関

　売　出　人：国内準大手証券会社

　発　行　額：約１８億２千万円

　額面金額：１７５，０００円

　転換価格：１７５円

　発行日（償還日）：平成１３年６月１２日（同年１２月１２日）

　クーポン：年率５％

　償還条件判定日（判定に使用する株価）：平成１３年１２月５日（東証終値）
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３．作為的相場の形成状況（概略）

・取引経過

①　当社は、１４：５９という大引け直前の時間帯に、１７４円の価格でまず

１００万株の引け指値売り注文を入れ、更に１５：００直前に再度同価格

で１００万株の引け指値売り注文を入れた（合計２００万株。上記Ａ）。

（注）引け指値売り注文とは、引値が「当該価格以上の条件」であれ

ば約定するという注文。

②　この間、市場では１７３円の約定が成立していた（上記イ）が、①の

当社の引け指値売り注文Ａにより、当該①の注文Ａが全て消化され

ない限り１７５円以上の終値にならない状況となっていた。結局、当日

の終値は１７４円で引けた（上記ロ）。
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・ビー ･エヌ･ピー ･パリバ･セキュリティーズ（ジャパン）リミテッド

に係る勧告資料 ������� （勧告事案の概要一覧表　一連番号９）

１．本件ＥＢの仕組み 
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２．本件ＥＢの概要

　対象株式：α社株式
　発　行　者：海外の金融機関

　売　出　人：国内準大手証券会社

　発　行　額：約１３億８千万円

　額面金額：７１９，０００円

　転換価格：７１９円

　発　行　日：平成１３年１月２９日

　償　還　日：平成１３年５月２４日

　クーポン：年率６．５％

　償還条件判定日：平成１３年５月１７日

　判定に使用する株価：償還条件判定日の東証終値
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３．作為的相場の形成状況（概略）

（注）「引け条件付注文」とは、大引け時のみ有効となる注文である。

【取引経過】
①　当該銘柄は、１４：５９に７１９円で約定し、買付注文の最も高い値段は
７１８円、売付注文の最も低い値段は７１９円となっていた。（引け条件
付注文を除く）

②　このような状況の中、当社は１４：５９：５４に、９００千株７１８円の大量
の売付注文を発注した。

③　当該売付注文の一部が、７１８円の買付注文との間で約定成立した
（イ）後、当該売付注文の残りが全て消化されない限り、７１９円以上
の終値にならない状況となり、大引けを迎えた。

④　この結果、当日は７１８円で引けた（ロ）。なお、当該売付注文の大
半は未約定となった。
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・アイエヌジー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッドに係る勧告

資料 ������������ （勧告事案の概要一覧表　一連番号１４）

取引概念図

①　顧客は、当社を通じて５．５億円で、東南アジア某国の企業発行の手
形を担保として、Ｘ社が発行した期間約５ケ月のリパッケージ債、
Ａ債を購入。アジア通貨危機により、満期日に償還の見通しがたた
なかったため、Ｘ社が負担することになっていた為替費用約７５万ド
ルを顧客が肩代わりすることを条件に、期日を約１ケ月延長。

②　結局、某国企業の手形が無価値となったため、損失を期越えさせ
るため、Ｘ社は顧客との間で、Ａ債（額面５．５億円）と引き換えるこ
とを条件にＡ債と同じ無価値となった手形を原資産として組成した
期間２年のＢ債（額面５．５億円）を発行する。
③　Ｙ社は、①の延長のための為替費用及び②で発生した費用（計約
９９万ドル）を立て替える。
④　Ｙ社はＣ債（額面６億円）を発行し、Ｃ債を当社を通じて顧客に
実質価格より高い価格で販売し、③で立て替えた費用に加え手数料
を回収（１２０万ドル）。
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・ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・

リミテッドに係る勧告資料 �� （勧告事案の概要一覧表　一連番号１７）

１．本件ＥＢの仕組み 
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２．本件ＥＢの概要

　対象株式：α社株式
　発　行　者：海外の金融機関

　売　出　人：国内準大手証券会社

　発　行　額：約６０億円

　額面金額：７９７千円

　転換価格：７９７円

　発　行　日：平成１２年７月２７日

　償　還　日：平成１３年１月２６日

　クーポン：年率５％

　償還条件判定日：平成１３年１月１６日

　判定に使用する株価：償還条件判定日の東証終値
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３．作為的相場の形成状況（概略）

【取引経過】

①　当該銘柄が１４：５８に８００円で約定した後、当社は、転換価格未満と

なる４円低い７９６円４０万株の売付注文を発注し、更に７９５円４０万株の

売付注文を３回発注した（合計１６０万株。上記Ａ）。

②　この間、市場では、①の当社の売付注文Ａの一部により７９５円まで

徐々に約定値段が下がり（上記イ）、更に７９４円以下の約定が成立し

（上記ロ）、当該①の注文Ａの残（約１５０万株）が全て消化されない

限り７９７円以上の終値にならない状況となり、大引けを迎えた。

③　この結果、当日は７９５円で引けた（上記ハ）。なお、当社の売付注

文の大半は未約定となった。
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・農中証券に係る勧告資料（勧告事案の概要一覧表　一連番号２１）

取引関係者（概念図）
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・日興ソロモン・スミス・バーニー・リミテッドに係る勧告資料

（勧告事案の概要一覧表　一連番号１９）

１．本件ＥＴＦの総額と買入株式に係る支払金額との関係 
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２．作為的相場の形成状況（事例）

　�の銘柄について

　　　（注）「引け条件付注文」とは、大引け時のみ有効となる注文である。

【取引経過】
①　当該銘柄が１４：５９に６０円で約定した後、大引け前の１分間に、平
均出来高比約２２４％の数量の成行及び引け条件付成行の買付注文を
発注した。

②　（イ）の成行注文により、ザラバ中に株価が６５円まで上昇し、大引
けを迎えた。

③　大引けで、当該引け条件付成行の買付注文（ロ）と６９円までの売
付注文が対当し、６９円で引けた（引け１分間で株価が１５％上昇）。な
お、１４：５９以降の当支店の関与率は１００％であり、翌日の始値は６２円
に下落している。
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　�の銘柄について

【取引経過】
①　当該マネージングディレクターの部下が、海外関係会社の口座を
使用して、１４：５６頃から大引けにかけて約３０秒間隔で７回にわたり
各５００株の成行の買付注文を東証へ発注し、当該成行注文は、その都
度、全て約定した。
②　当該マネージングディレクター自身も、東証で、当該成行注文に
並行して、１４：５７頃から１４：５９頃にかけて、大証の直近の約定値に
１％を上乗せした価格で１千～２万株のまとまった数量の指値買付
注文を８回にわたり連続して発注し約定させた。

　　更に、大引け間際には、大証の直近の約定値の上乗せ率を２％、
３％と引き上げた価格で指値買付注文を２回発注し終値を引き上げ
た。その結果、東証の終値は、１４：５６から大引けにかけて、１７，１９０円か
ら１７，５７０円まで上昇した。
③　当該マネージングディレクターは、当該銘柄の必要買付株数全量
を買い付けるよう別のトレーダーに指示していたにもかかわらず、
当該トレーダーと、①及び②の買付けについて打ち合わせることな
く買付けを行った。

　　すなわち、超過買付け（いわゆるオーバーヘッジ）の発生を前提
とした買付けとなっており、また実際に当該銘柄は超過買付けとな
り、①及び②で買い付けた株数の半分近くを翌日売却した。
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・東海東京証券及びリテラ・クレア証券に係る勧告資料

（勧告事案の概要一覧表　一連番号２７・２８）

１．補足説明

Ⅰ．今回勧告を行った事案は、証券会社の自己売買担当者が、他の市場

参加者の注文を誘うことにより自己の売買を有利にすることを意図し

て行った、約定させる意思のない一連の発注（いわゆる「見せ玉」）に

ついて、実勢を反映しない作為的相場形成の法令違反にあたると判断

したものであるが、その主要な売買パターンは概ね以下のとおり。

　�　ザラ場における買付注文の「見せ玉」（参考図「２．作為的相場の

形成状況」）

①　特定銘柄の自己ポジションがない状態から、当該銘柄の一定数

量の株式をザラ場中に買い付ける（図１）。

②　①の買付注文が約定後、「買い板」を厚く見せかけて他の市場参

加者からの買付注文を誘引し、株価を引き上げる目的で、その時

点での最も高い買い指値（ベストビット）より下の指値で、売却

予定株数の数倍の数量の約定させる意図のない買付注文を複数回

に分けて発注する（「見せ玉」）（図２）。

③　②の発注により他の市場参加者からの「見せ玉」より高い指値

の買付注文が入ってきたところで、①の取得価格より高い価格の

指値で売付注文を発注し、約定させる（図３）。

④　③の直後に「見せ玉」を全て取り消す（図４）。

　�　ザラ場における売付注文の「見せ玉」

①　特定銘柄の自己ポジションがない状態から、当該銘柄の一定数
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量の株式をザラ場中に信用で売り付ける。

②　①の信用売付注文が約定後、「売り板」を厚く見せかけて他の市

場参加者からの売付注文を誘引し、株価を引き下げる目的で、そ

の時点での最も低い売り指値（ベストオファー）より上の指値で、

買付予定株数の数倍の数量の約定させる意図のない売付注文を複

数回に分けて発注する（「見せ玉」）。

③　②の発注により他の市場参加者からの「見せ玉」より低い指値

の売付注文が入ってきたところで、①の売付価格より低い価格の

指値で買付注文を発注し、約定させる。

④　③の直後に「見せ玉」を全て取り消す。

　

　�　引け間際における不成り買付注文（引けまでに約定しなければ引

け成行き注文となる条件を付した指値の買付注文）の「見せ玉」

①　概ね引けの５分から１５分前に、特定銘柄の自己ポジションがな

い状態から、当該銘柄の一定数量の株式を買い付ける。

②　①の買付注文が約定後、「引けの成行き買い板」を厚くして引け

値が高くなると見せかけて他の市場参加者からの買付注文を誘引

し、株価を引き上げる目的で、売却予定数量の数倍の数量の約定

させる意図のない不成り買付注文を複数回に分けて発注する（「見

せ玉」）。

③　②の発注により他の市場参加者からの「見せ玉」より高い指値

の買付注文が入ってきたところで、①の取得価格より高い価格の

指値で売付注文を発注し、約定させる。

④　③の直後に「見せ玉」を全て取り消す。

　�　同一銘柄において上記�と�を繰り返し行う手法

　特定の銘柄について、上記�の見せ玉の発注と上記�の見せ玉の
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発注を連続して交互に繰り返す。

Ⅱ．今回勧告を行った事案は、行為者自身が他の市場参加者の注文を誘

うことにより自己の売買を有利にすることを意図して発注した約定さ

せる意思のない「見せ玉」であったことを認めているが、以下のよう

な外形的・客観的状況からも「見せ玉」であることが認定できる。

①　自己の売付（買付）注文が約定した直後に、買付（売付）注文

を全て取り消している。

②　指値の価格帯や発注の数量等が、買い板（売り板）を厚く見せ

かけ、他の市場参加者からの買付注文（売付注文）を誘引する効

果を有するものとなっている。

③　上記行為を反復継続して行っている。

④　行為者の通常のディーリングの規模からして、過大な量の発注

をしている。

⑤　オーバーナイトで玉を持たない日計り商いをしている行為者

が、上記Ⅰ�の不成り買付注文を行っている。
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２．作為的相場の形成状況（平成１４年９月２５日の東京証券取引所のＡ銘

柄） 
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・クレディ　アグリコル　インドスエズ　セキュリティズ（ジャパン）

リミテッド　に係る勧告資料  （勧告事案の概要一覧表　一連番号２９）

補足説明

　　

　本件事案においては、以下のように、顧客との今後の取引の継続のた

めに、既に発生していた顧客の責に帰すべき事由により生じた株式の委

託売付注文の受渡未済費用に係る多額の債権を、取引当初に遡って放棄

することが決定されていることなどの事実が認められた。

１．顧客が売付けした株式について、当支店と顧客との間で決済期日ま

でに受渡しが履行されない場合（いわゆるフェイル）、当支店は株式

を借り入れて取引所との受渡しを行っているが、顧客の責に帰すべき

事由により生じた借株に係る受渡未済費用（いわゆるフェイルコス

ト）は、顧客との取引開始時に顧客が補償する義務を負う旨の契約を

他の顧客と同様に当該顧客との間で締結していた。

２．当該顧客との取引において、平成１３年１月以降、フェイルコストが

継続的に発生し、当支店は当該顧客にこれを請求していたが、支払い

が実行されておらず、当支店には当該顧客に代わって支払ったフェイ

ルコストに係る債権が累積していた（約１５０万円）。

３．こうした中、平成１４年３月、当該顧客の数十億円規模の売付注文が

フェイルとなり、フェイルコスト約２７０万円が発生したため、当該顧

客に当該フェイルコストに係る債権を請求したが、「フェイルコスト

を負担することとなるのであれば、当支店との取引を止める」旨の申

出を受けたこと等から、当支店の海外グループ内で検討を行い、当該
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顧客との取引の継続を図るために、当該債権及び累積していた債権を

取引当初に遡って放棄すること等を顧客に申し入れた。

４．なお、当該顧客の売付注文で生じた上記３のフェイルコストに係る

債権約２７０万円は、当該取引で当支店が受け取る手数料１５万円を大き

く超過するものであるほか、最初にフェイルが発生した平成１３年１月

の取引以降当該取引までの１４か月間のフェイルが発生した取引の状況

をみても、発生したフェイル５３件中当支店が受け取る手数料を超えて

フェイルコストが発生したものが３７件にも及んでいる。 
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・しんきん証券に係る勧告資料（勧告事案の概要一覧表　一連番号３０）

補足説明

　　

�　顧客の月次の財務状況の資料の受領

○しんきん証券代表取締役社長Ａは、平成１３年６月、顧客の財務の

状況に応じた商品提供を行うために、Ａが以前に在籍していた親

法人から顧客甲ら（法人顧客３２６顧客）の月次の財務の状況を記載

した資料（預金、貸出金、期中損益の他、有価証券の種別ごとの

残高等が記載されたもの）を受領するよう社内の会議において指

示を行い、これにより同社は、同年７月以降の毎月、甲らの同意

を得ないまま、これを親法人から受領していた。

○こうして同社が親法人から受領していた情報は、同社において、

同社で策定した債券の勧誘基準の該当性の判定資料や同社の営業

戦略策定のための基礎資料等として利用されていた。

○なお、Ａらは、甲らの財務状況を記載した資料が親子法人間で授

受が禁止されている非公開情報に当たる可能性があると認識して

いた。

�　顧客の有価証券の注文内容に係る情報の提供

○同社常務取締役Ｂ及び部長Ｃは、以前から仕組債等複雑な商品の

顧客乙への勧誘を慎重にするよう親法人から要望を受けていたた

め、顧客乙から特定の仕組債の買付けの申込みを受けた際に、約
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定の前にその注文内容を親法人に連絡しておくべきと判断し、平

成１５年５月、乙から同意を得ないまま、乙から買付けの申込みを

受けた仕組債の内容（当該債券の発行条件等が記載されたもの）

をファックスにより親法人に提供した。

○なお、Ｂ及びＣは、当該ファックスに記載された内容が非公開情

報に当たる可能性があると認識していた。
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２－４　建議実施状況

１　建議実施件数一覧表

（単位：件）

２　建議事案の概要一覧表

（１５年７月末現在） 
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合　計１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度９年度４～８年度　 区　 　 分　

３２００１０００
検 査 結 果 に

基 づ く 建 議

３０００１０１１
犯則事件調査の結果

に 基 づ く 建 議

措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　日本証券業協会

は、登録審査に関し、

①証券会社と公認会

計士等との十分な連

携、②審査項目の見

直し、③申請会員と

協会の連携等の改善

策を講じている。

　重要な事項につき虚偽記載のある有価証

券報告書の提出の嫌疑に係る犯則事件の調

査の結果、店頭売買有価証券の登録審査につ

いて問題点が認められたので、日本証券業協

会の店頭売買有価証券の登録に関する規則

等について、会員証券会社等による厳正かつ

深度ある登録審査を確保し、投資者保護に十

全を期する観点から、必要かつ適切な措置を

講じるよう建議した。

６．６．１４

　各証券取引所で

は、株式の売買等に

ついて、証券会社に

対して自己・委託の

別の入力を義務付け

る措置を講じ、実施

済である。

　大手証券会社による損失補てん事件につ

いて、犯則事件の調査等を行った結果、法令

遵守のための内部管理に関して問題点が認

められたので、委託注文と自己の計算による

取引の区分の制度化等、法令遵守のための内

部管理体制の充実・強化の観点から、必要か

つ適切な措置を講じるよう建議した。

９．１２．２４
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措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　大蔵省は、ガイド

ラインを改正し、銀

行業等を営む会社の

財務諸表における担

保資産の注記を義務

付けるとともに、全

銀協等は、会員に関

連当事者との取引の

開示を徹底すること

を通知した。

　日本長期信用銀行及び日本債券信用銀行

の有価証券報告書の虚偽記載に関し、犯則事

件の調査を行った結果、銀行が提出する財務

諸表について問題点が認められたので、銀

行・信託業等における担保資産の開示、関連

当事者との取引の十分な開示の観点から、必

要かつ適切な措置を講じるよう建議した。

１１．１２．２１

　金融監督庁は、日

本証券業協会に対し

会員に不適正な投資

勧誘について周知・

指導の徹底を要請す

る旨の文書を発出す

るとともに、財務局

ほか関係先にも通知

した。

　証券会社の検査を行った結果、証券投資信

託の償還乗換えの際の優遇措置の未利用取

引、同一外貨建て商品間の売買に係る不適正

な取扱いという営業姿勢に関する問題点が

認められたので、顧客に対する誠実かつ公正

な業務の執行の観点から、必要かつ適切な措

置を講じるよう建議した。

１２．３．２４
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措置の状況建　　議　　の　　内　　容
建　議

年月日

　金融庁は、行為規
制府令を改正し、証
券会社の業務の状況
につき是正を加える
ことが必要な場合と
して、「募集期間中ま
たは売出期間中に生
じた投資判断に影響
を及ぼす重要な事象
について、個人の顧
客に対して説明を
行っていない状況」
を追加するととも　
に、事務ガイドライ
ンに具体的なケース
を規定した。

　証券会社の検査を行った結果、①発行会社

の既発債の市場における流通利回りが大幅

に上昇している状況下における普通社債の

個人投資家向けの募集の取扱い、②対象株券

の株価が大幅に下落している状況下におけ

る他社株券償還特約付社債券の個人投資家

向けの売出しに関して証券会社の営業姿勢

に問題点が認められたので、これらを取得す

る個人投資家を保護するためのルールの整

備を建議した。

１５．４．２２

　金融庁において、

行為規制府令及び事

務ガイドラインの一

部改正に向けて所要

の手続きを行ってい

るところ。

　証券会社の検査を行った結果、インター

ネット取引を取り扱う複数の証券会社の検

査において、①証券会社が、インターネット

取引において、不十分な売買審査体制の下

で、買い上がり買付けと自己対当取引を繰り

返す等の作為的相場形成なる顧客の注文を

継続的に受託している行為、②証券会社が、

インターネット取引において、個人顧客が空

売りの価格規制を潜脱する目的で行ったと

認められる短時間に連続する複数回の信用

売り注文を受託し、これを発注している行

為、③証券会社が、インターネット取引にお

いて、顧客の注文が本人になりすましている

疑いがある取引であるにもかかわらず、これ

を受託している行為が認められたので、市場

の公正性を確保するため、インターネット取

引を取り扱う証券会社の売買審査体制や顧

客管理体制の適正性を確保させるための適

切な措置を講じるよう建議した。

１５．６．３０



・証券会社の営業姿勢についての建議に係る資料（１５．４．２２建議）

補足説明

１．建議の趣旨

　短期的な市場要因の大幅な変化により、顧客に不利な条件で発行さ

れることとなる社債の募集の取扱いや売出し等について、これを取得

する個人投資家を保護するためのルールの整備を、金融庁長官に建議

する。

２．証券会社の検査で認められた状況

　個人投資家向けに社債の募集や売出しを行う場合、募集等の期間が

機関投資家向けの場合に比べて長く設定される傾向にあるが、証券会

社の検査において、短期的な市場要因の変化により社債の発行条件や

売出条件が顧客に不利となる中で、発行条件等の見直しや起債の延期

を十分検討することなく、また、そうした市場要因の変化についての

情報を顧客に対し提供することなく、個人投資家に社債の勧誘が行わ

れている状況が認められた。

�　Ａ債（普通社債）の募集の取扱いについて

・証券会社は、平成１２年に個人向けにＡ債の募集の取扱いを行った。

・Ａ債は３．２５％のクーポンで募集販売が行われたが、募集期間中及

びその直前に、Ａ債の発行体の既発債の流通利回りが著しく上昇

している状況が認められた。

・既発債の流通利回りの上昇は、発行体の信用リスクが高まってい

ることを示すものであるとともに、既発債の取得と比して新発債

取得の投資効果が低いものであることを示すものである。

－221－



・証券会社に対しては、こうした募集の取扱いについて、営業姿勢

上の問題を指摘している。

�　Ｂ債（他社株券償還特約付社債券（ＥＢ））の売出しについて

・証券会社は、平成１１年に個人向けにＢ債の売出しを行った。Ｂ債

の売出しの概要は以下のとおり。

　　　　基礎価格（権利行使価格）　２４５万円

　　　　売出価格　２４５万円

　　　　償還期限　４か月

　　　　クーポン　年率１３％（１券面あたり１０８，８２０円）

　　　　償還条件　評価日における対象株券の株価が２４５万円以上であ

れば現金で償還、２４５万円未満であれば株券で償還。

・一般に、発行条件決定時以降、ＥＢの対象株券の株価が下落する

と、当該ＥＢに内包された対象株券のプットオプションの理論価

格が増大することとなるため、プットオプションを一定額（クー

ポン）で売る立場にいるＥＢの顧客は、発行条件決定時に比べて

不利な状況となる。

・Ｂ債について、発行決定時以降売出し期間中において、対象株券

の株価が著しく下落し、これに伴って対象株券のプットオプショ

ンの理論価格が著しく上昇している状況が認められた。

・証券会社に対しては、このような売出しのうち、株価が終日にわ

たって著しく下落している日における勧誘について、誤解を生ぜ

しめるべき表示の法令違反にあたるとの指摘をしている。

　　　　

３．有価証券の募集の取扱いや売出しを行う場合のルールの整備

　今後、上記２のような状況が発生することを防ぐために、個人投資

家向けに募集、売出しを行う際に、市場要因の変化により有価証券の

取得が顧客に不利な状況となっていることについて証券会社に説明さ
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せるなどのルール整備を図る必要がある。 
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・インターネット取引を取り扱う証券会社の法令遵守のための内部管理

についての建議に係る資料（１５．６．３０建議）

補足説明

　最近終了したインターネット取引を取り扱う複数の証券会社の検査に

おいて認められた行為等の詳細は、以下のとおり。

①　証券会社が顧客からインターネットを通じて受託した特定銘柄の

注文について、数日間にわたって多数回の直近約定値を上回る高指

値による買い上がり買い付け、顧客自身の対当売買などの取引が繰

り返し行なわれており、当該銘柄における当該顧客の市場関与率も

高くなっていたが、当該証券会社は、このような取引について、価

格形成上問題のある取引として社内のシステムで抽出していたもの

の、その後に十分な売買審査を行っていなかったことから、当該顧

客に対して注意喚起や一時的な取引停止などの適切な対応を取って

いなかった。

　　その他の証券会社においても、売買審査の体制について、価格形

成上問題のある取引の抽出基準の整備が不十分なものとなっている

状況や、注意喚起や一時的な取引停止等の具体的な基準が未整備と

なっている状況等が認められている。

②　個人投資家による売買単位の５０倍以内である信用取引による売付

注文は、空売りの価格規制の適用除外となっているが、個人顧客が

当該規制を潜脱する目的で行ったと認められる短時間に連続する複

数回の信用取引による売付注文について、これを複数の証券会社が

受託、執行していた。
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　これらの証券会社では、そのような法令違反となる信用取引による

売付注文がないかについて事後的なチェックを全く行っておらず、

顧客に対して注意喚起などの適切な対応を取っていなかった。

③　証券会社は、携帯電話番号等による顧客口座の名寄せ調査を行っ

た結果、携帯電話番号等が同一でありながら姓や住所が異なる複数

のインターネット取引専用口座を把握していたが、その顧客口座か

らの株式の委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義

人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わ

ないまま、当該注文を受託、執行していた（本年３月２８日、本人確

認法違反で勧告）。

　　その他の証券会社においても、同様の名寄せ調査を行い、問題と

思われる口座を把握していながら、当該口座についての確認を十分

行っていない状況が認められている。
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２－５　取引審査実施状況

（単位：件）
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１４年７月
～

１５年６月

１３年７月
～

１４年６月

１２年７月
～

１３年６月

１１年７月
～

１２年６月

１０年７月
～

１１年６月

９年７月
～

１０年６月
区　　　　分

１４７１１２　６２　７８１０４１２４価格形成に関するもの

４９５２４９１９０２３６１６５　５９内部者取引に関するもの

　４２　３１　１３　１２　６　２０そ　の　他

６８４３９２２６５３２６２７５２０３合　　計

４２９

２５５

２７０

１２２

１４４

１２１

２２７

　９９

１７１

１０４

１１２

　８１

委 員 会

財 務 局 等



３　自主規制機関の組織・事務概要及び活動実績

３－１　日本証券業協会の組織及び業務

�　組織

①　日本証券業協会は、有価証券の公正な売買取引と投資者の保

護に資する目的で、証券会社及び外国証券会社並びに登録金融

機関（平成６年４月１日特別会員として加入）により組織され、

証取法の規定に基づいてその設立につき内閣総理大臣の認可を

受けた法人である。

　　　　（参考）証券業協会の自主規制機関としての性格をより明確に

し、その機能の強化を図る観点から、公正確保法におい

て証取法が改正され（平成４年７月２０日施行）、これを受

けて、日本証券業協会は、従来の民法上の社団法人から

証取法上の法人に改組されるとともに、外務員の登録事

務を大蔵大臣（現在は金融庁長官）から委任される等の

措置が講じられた。

　　　　　　　　また、登録金融機関についても自主規制体制を整備す

るための法改正が行われたことに対応して、日本証券業

協会において特別会員加入に伴う定款の一部改正等の体

制整備が行われ、平成１５年５月３０日現在、証券業務の登

録を受けた金融機関２２１機関が特別会員として加入して

いる。

②　運営機構は、定款の改正等の決議を行う最高意思決定機関で

ある会員総会、重要事項を議決する理事会、理事会の諮問に応

じ意見を述べる各種委員会を中心に構成される（３－３参照）。
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�　業務

主な業務は、以下のとおりである。

①　自主規制ルールの制定、実施

②　協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款・諸規則

又は取引の信義則の遵守状況の調査

③　店頭売買有価証券市場の開設、株式及び公社債店頭市場の管

理

④　証券取引の苦情相談

⑤　証券従業員の教育研修及び資格試験の実施

⑥　協会員の所属外務員に係る登録に関する事務
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３－２　日本証券業協会の活動状況

１　監査の実施状況

�　会員 �������������������� （単位：社）

�　特別会員 ����������������� （単位：機関）

（注）「都市銀行等」とは都市銀行、長期信用銀行、信託銀行及び政府系・系統金融

機関、「信用金庫等」とは信用金庫及び信金中央金庫、「その他」とは短資会

社、外国銀行及び証券金融会社等である。
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１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　　分

１１　７　９１３１２都 市 銀 行 等

２２２０２１２２２１地 方 銀 行

１８１７１７２０２１第 二 地 銀 協 地 銀

１２１３１０１４１５信 用 金 庫 等

　５　５　５　６　５生 命 保 険 会 社

　４　５　６　７　７損 害 保 険 会 社

　３　３　３　４　２そ の 他

７５７０７１８６８３合　　　　計

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　　分

　８８　８９７０６３７２国 内 証 券 会 社

　２１　１４２０１７１３外 国 証 券 会 社

１０９１０３９０８０８５合　　　　計



２　売買審査の実施状況

（単位：銘柄）

（注）「調査銘柄」とは、一定の調査基準に該当し抽出した銘柄をいい、「審査銘柄」

とは、調査銘柄のうち、さらに詳細な審査を要した銘柄をいう。

- 
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１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　分

調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　

審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄

２，６０３２，６２７２，６０８３，４８０１，３３２価格形成に関

するもの １３１８１７１２

３，１３４２，１３２１，８８６１，８２８１，９２０内部者取引に

関するもの ３０２０２５２９２８

７１２１９１９３０
その他の観点

７１２１９１９３０

５，７４４４，７７１４，５１３５，３２７３，２８２
合　　計

３８３５６２６５７０



３－３　日本証券業協会機構図
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監 査 部

店頭市場部



３－４　証券取引所の組織及び業務

�　組織

①　証券取引所（東京、大阪、名古屋、福岡及び札幌の５証券取

引所）は、証取法に基づき、有価証券の売買等を公正・円滑に

行うために必要な市場を開設することを目的として設立された

株式会社あるいは会員制の法人である。

　　現在、東京、大阪、名古屋の３取引所が株式会社に組織を変

更している。

　

②　運営機構は、株式会社の証券取引所にあっては、定款の改正

等の決議を行う最高意思決定機関としての株主総会、重要事項

を決議する取締役会、取締役会の諮問に応じ又は取締役会に対

して意見を述べることができる各委員会により構成されてい

る。

　　また、会員制の証券取引所にあっては、定款の改正等の決議

を行う最高意思決定機関である会員総会、重要事項を決議する

理事会、理事長の諮問に応じ又は理事長に対して意見を述べる

ことができる委員会を中心に構成されている（３－６、３－７

参照）。

�　業務

　主な業務は、以下のとおりである。

①　自主規制ルールの制定、実施

②　会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款・諸規則

又は取引の信義則の遵守状況の調査

③　取引所有価証券市場の運営
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④　上場有価証券等の売買等の監理及び決済の管理

⑤　取引所有価証券市場における総売買高等の通知及び公表

⑥　有価証券の上場審査及び上場有価証券の管理、企業内容の開

示

⑦　有価証券市場に関する調査及び諸統計資料の作成

－233－



３－５　証券取引所の活動状況

１　検査（考査）の実施状況

（東京証券取引所） （単位：社）

（注）上記の計数は終了件数。

（大阪証券取引所） （単位：社）

（注）上記の計数は終了件数。
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１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　　分

３６４１３５２８２５国内証券会社総 合

取 引

参加者 　８　９１０　７　７外国証券会社

　０　０　０　０　０国債先物等取引参加者

４４５０４５３５３２合　　　計

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　　分

１６１１１５１４１７国 内 証 券 会 社

　１－－－－外 国 証 券 会 社

１７１１１５１４１７合　　　　計



２　売買審査の実施状況

（東京証券取引所） （単位：銘柄、件数）

（注）「１１年４月～１２年３月」期より、集計方法を銘柄数から件数に変更している。

（大阪証券取引所） （単位：銘柄）

（注）「調査銘柄」とは、一定の調査基準に該当し抽出した銘柄をいい、「審査銘柄」

とは、調査銘柄のうち、さらに詳細な審査を要した銘柄をいう。
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１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月区　　　分
調査件数　調査件数　調査件数　調査件数　調査銘柄　

審査件数審査件数審査件数審査件数審査銘柄

１，４９６１，２５０８６２９１４１，０８６価格形成に関

するもの ７０８６１１６１２６７６５

５，０５８４，９４１３，７８８３，１０４３，１３２内部者取引に

関するもの １８３２４６２９９２８６２３３

６８４０２９９２３６
その他の観点

１２５５１３２７

６，６２２６，２３１４，６７９４，１１０４，２５４
合　　計

２６５３３７４２０４２５１，０２５

１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月区　　　分
調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　調査銘柄　

審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄審査銘柄

８９６８７４１，１１９１，０９２１４１価格形成に関

するもの １３６８４４

１，７９６１，２１３１，３４２１，５６０１，４７１内部者取引に

関するもの １４８５３７

０００００
その他の観点

０００００

２，６９２２，０８７２，４６１２，６５２１，６１２
合　　計

２７１４１３７１１



３－６　東京証券取引所機構図 
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監 査 役 会

監 査 役
監査役室

内部監査室

秘 書 室

経営企画部

総 務 部

人 事 部

財 務 部

上 場 部

上場審査部

考 査 部

売買審査部

株 式 部

売買シス
テム部　

派生商品部

決済管理部

情報サー
ビス部　

情報シス
テム部　

諮問委員会

市場運営委員会

自主規制委員会

規律委員会

執行委員会

取締役社長取 締 役 会株 主 総 会

㈱東証システムサービス　　
（子会社）　　　　　日本証券決済㈱　　　　　　

㈱日本証券クリアリング機構

※網かけは、監視委員会との連絡・連携窓口



３－７　大阪証券取引所機構図
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※網かけは、監視委員会との
　連絡・連携窓口

株主総会

取締役会

監 査 役

会 長

考 査 室

社 長

経営執行委員会

管理本部

経営企画本部

自主規制本部

業務本部

常 設 委 員 会
・市場運営委員会
・規律委員会

特 別 委 員 会

財 務 部

東京支社

総 務 Ｇ

人 事 Ｇ

戦略・企画Ｇ

システム企画Ｇ

広 報 Ｇ

マーケティングＧ

上 場 Ｇ

市場管理Ｇ

システム管理Ｇ

参加者管理Ｇ

決済管理Ｇ

データバンクＧ

ヘラクレス本部

上場本部

総合企画本部



３－８　金融先物取引業協会の組織及び業務

�　組織

①　金融先物取引業協会は、金融先物取引業の業務の適正かつ円

滑な運営を確保することにより、委託者の保護を図るとともに、

金融先物取引業の健全な発展に資することを目的として、金融

先物取引業者により、平成元年８月に設立された法人である。　

　　　　（参考）自主規制機関の機能強化を図る観点から、公正確保法

において金先法が改正され（平成４年７月２０日施行）、会

員の金先法令等の遵守状況の調査や会員の金先法令等の

違反に対する処分の業務が規定されるなど、自主規制機

関としての位置付けの明確化が図られた。

②　運営機構は、最高意思決定機関である会員総会、重要事項を

決定する理事会を中心に構成される（３－１０参照）。

�　業務

　主な業務は、以下のとおりである。

①　法令等を遵守させるための指導、勧告

②　委託者の保護を図るための指導、勧告

③　会員の金先法、金先法に基づく命令等、定款その他の規則又

は取引の信義則の遵守状況の調査

④　苦情の相談
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３－９　金融先物取引業協会の活動状況

監査実施状況

（単位：社）

（注）「短資会社等」とは、短資会社及び外国為替仲介業者であり、「その他」とは、

系統金融機関、先物専門会社及び信用金庫である。
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１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　　分

　２　２　３　５　４銀 行

　９１１　７　９１１証 券 会 社

　０　０　０　１　１短 資 会 社 等

　３　１　５　２　３そ の 他

１４１４１５１７１９合　　　　計



３－１０　金融先物取引業協会機構図 

－240－



３－１１　東京金融先物取引所の組織及び業務

�　組織

①　東京金融先物取引所は、金融先物取引を行うために必要な市

場を開設することを目的として、平成元年４月、金先法に基づ

き設立された会員組織の法人である。

　　　　（参考）自主規制機関の機能強化を図る観点から、公正確保法

において金先法が改正され（平成４年７月２０日施行）、会

員に対する法令等の遵守状況の調査や法令等の違反に対

する処分の業務が明確に規定されるなど、自主規制機関

としての位置付けの明確化が図られた。

②　運営機構は、最高意思決定機関である会員総会、重要事項を

決定する理事会、理事長の諮問機関としての常設委員会を中心

に構成される（３－１３参照）。

�　業務

　主な業務は、以下のとおりである。

①　自主規制ルールの制定、実施

②　会員の金先法令、金先法令に基づく命令等、定款その他の規

則又は取引の信義則の遵守状況の調査

③　市場における金融先物取引の成立

④　市場において成立した金融先物取引の清算
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３－１２　東京金融先物取引所の活動状況

考査実施状況

（単位：社）

（注）「その他」とは、系統金融機関、先物専門会社及び信用金庫である。
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１４年４月
～

１５年３月

１３年４月
～

１４年３月

１２年４月
～

１３年３月

１１年４月
～

１２年３月

１０年４月
～

１１年３月
区　　　　分

　５　４　９　８１１銀 行

　５１０　７　５　５証 券 会 社

　０　０　０　２　１短 資 会 社 等

　０　０　０　１　０そ の 他

１０１４１６１６１７合　　　　計



３－１３　東京金融先物取引所機構図
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